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総務企画常任委員会 

 

令和３年９月３日（金曜日）午前１１時５０分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 山 形 紀 弘  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 鈴 木 秀 信  委 員 星   宏 子  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 中 村 芳 隆  委 員 山 本 はるひ  

委 員 玉 野   宏    

 

欠席委員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 飯 泉 祐 司    

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴９月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時５０分 

 

◎協議事項 

○山形委員長 ９月定例会会議における委員会の運

営、付託予定議案、日程等について、事務局から

説明お願いします。 

  事務局。 

○飯泉書記 じゃ、すみません、私のほうも着座に

て説明のほうさせていただきます。 

  まず、本定例会のほうで、当委員会のほうに付

託された案件についてということで、いつもの資

料になるんですが、配らせていただきましたので、

御覧ください。 

  総務企画常任委員会のほうに付託される予定の

議案のほうになりますが、３件になります。 

  議案第76号 費用弁償に関する条例の一部改正

について、議案第77号 市税条例の一部改正につ

いて、あと、79号の那須地区広域行政事務組合の

規約変更について、こちらの３案件になります。 

  また、予算のほう、予算常任委員会の第一分科

会としましては、一般会計補正予算第５号のほう

と、あと、温泉事業特別会計のほう、こちらのほ

うが案件としてはある形になってございます。 

  また、決算になりますが、決算のほうにつきま

しては、第１号から第５号までの決算認定案件と

いうことになってございます。 

  また、今回、請願・陳情のほうが全部で３件上

がってきているという中のうち２件、請願が１件

と陳情が１件、こちらのほうが当委員会のほうに

付託される予定ということで、議会運営委員会の

ほうでは決定しているところでございます。 

  こちらについて審議する日程になりますが、案

のほう、今、お配りいたします。 

  今、配らせていただきました日程案になります

が、まず、初日13日になりますが、こちら、会場

のほう議場を予定しております。また、いつもの

ようにインターネット中継入りますので、13日、

毎度のことですが、ちょっと発言等々御注意いた

だいたほうがよろしいかなというところになりま

す。 

  まず一番 初に、請願・陳情の審査ございます。

請願第１号 選択的夫婦別姓制度についての議論

を求めるための意見書を国会及び政府への提出を

求める請願ということになってございます。 

  また、陳情第３号のほうが、国に対し刑事訴訟

法の再審規定、再審法の改正を求める意見書の提

出を求める陳情ということになってございます。 

  この後なんですが、こちら２件につきまして、

提出者のほうに説明を求めるかどうかというとこ

ろ御審議いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  こちら、請願・陳情のほうの審査を終わりまし

たら、企画部の案件のほうを13日には行う形にな

ります。 

  企画政策課、デジタル推進課、秘書課と市民協

働推進課、そして、那須塩原駅周辺整備室、こち

らの審査も行いまして、一番 後に選挙管理委員

会のほうの審議を行うというふうなことで、スケ

ジュールのほう組ませていただいております。 

  続きまして、その翌日になります。14日になり

ますが、今度、こちらでは、総務部の審査のほう

ということで入れさせていただいております。 

  総務課、財政課、契約検査課、課税課、収税課

というところ、また、会計課と議会事務局のほう

２日目に配置させていただいております。 

  例年ですと、２日間で終わらせているところな

んですが、今回ちょっとＺｏｏｍを使うというと

ころもありまして、支所のほう、通常ですと１日

目と２日目の頭に持ってきているところなんです

が、そういうことであれば、支所のほうがよろし



－3－ 

いのかなということで、３日目Ｚｏｏｍでという

ことで、スケジュールのほう入れさせていただき

ました。 

  また、戦略推進局のほうなんですが、ちょっと

副市長のほうのスケジュールが１日目、２日目、

都合がつかないというところで、３日目にしてほ

しいということでの御要望ございましたので、３

日目、９月15日の一番 初に戦略推進室のほう予

定させていただいてございます。こちら決算だけ

ですね。 

  そちらを終わりましたら、塩原支所のほう、総

務福祉課と産業観光建設課、こちらをやりまして、

その次に、今度、西那須野支所のほうの案件に入

りまして、総務税務課、市民福祉課、産業観光建

設課というようなところで、審議のほう行うとい

うようなところで、案のほう作成させていただい

ております。 

  また、議場のほうで行う日になりますが、座席

表のほう、前回同様になりますが、今、ちょっと

お配りさせていただきます。 

  大体、いつも皆さんお座りいただいているとこ

ろで、玉野委員さんだけ隣にずれていただくよう

な形かなと思いますので、こちらの案で提出させ

ていただいております。 

  また、Ｚｏｏｍの関係ですね、今回行うという

ところで、昨日なんですが、正副委員長会議のほ

うございまして、そちらで話し合われた資料につ

いてお配りさせていただきます。 

  Ｚｏｏｍで開催するというところで、ちょっと

注意点というところが幾つかありますというふう

なところになっております。 

  上から説明させていただきますが、どうしても

タイムラグが出るというところで、委員長はいつ

もよりゆっくり進行してくださいということが意

見として出ております。どうしても二、三秒程度

はずれてしまうかなというのがちょっと経験則に

なりますがありますので、ちょっと反応が遅れる

ことがありますので、そちら御注意いただければ

なというところです。 

  また、異議、質問がある場合には、ミュート、

基本皆さんミュートで参加していただく形になり

ますが、ミュートを解除していただいて、「委員

長」ということで発言のほうしていただければと

思います。 

  発言に関しましては、指名をされた委員につい

ては、簡潔に発言してくださいということと併せ

てミュートボタンの解除を忘れずにお願いします

というところです。 

  また、発言はマイク通しますので、どうしても

聞き取りにくいことというのがある場合がありま

す。そうした場合は、発言を求めまして、「もう

一度発言お願いします」ということで要望してい

ただければなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  あと、ハンドサイン、オーケーマーク出すと思

いますが、やはりこれも委員長、副委員長におか

れては反応がどうしても遅れるというところあり

ますので、ちょっと長めに、心持ち長めに出して

いただけると助かりますというところです。 

  ちなみになんですが、こういうふうに立てた状

況ですと、カメラ左の端にございますので、ここ

に見られるようにしていただくと、多分分かりや

すいかなと思いますので、よろしくお願いできれ

ばと思います。 

  あとは、御自宅にＷｉ－Ｆｉ環境がない方、玉

野議員がそうかと思うんですが、市役所のほうの

フロアのほうでも参加できるようにというふうに、

その場合はなってございます。参加する場合、基

本は自宅、事務所等々で御参加いただくというと

ころなんですが、その場合につきましては、人が
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集まるお店とか公共の場所、今、図書館とかでも

Ｗｉ－Ｆｉ取れるようになっていますが、そうい

ったところでの御参加というのはちょっと御遠慮

いただければなというところでございます。 

  Ｗｉ－Ｆｉがないところでやりますと、どうし

ても通信量が月１ＧＢの契約になってございます

んで、かくかくになったり、急にぷちんと切れた

りとか、そういうことになりますんで、基本的に

はＷｉ－Ｆｉのあるところでの御参加というとこ

ろでお願いいたします。 

  あと、Ｗｉ－Ｆｉの環境がない場合は、私ども

のほうにお話しいただいて、その場合ちょっと委

員会室等々押さえさせていただきますので、お声

がけいただければなというところでございます。 

  あとは、注意点というところで服装ですね、基

本的には議場に来るときと同じような格好という

ところでお願いいたします。 

  あとは、休憩中を除き常に画面に映るようにし

てくださいというふうになっております。ちゃん

と出席されているというふうな確認というところ

になりますので、カメラをオフにして、どこかに

行っちゃったりとかということがないようという

ところでございます。 

  また、聞き取りやすいようにというところで、

イヤホンのほう適宜使用していただければと思い

ますので、よろしくお願いしますというようなと

ころ、昨日の会議でございます。 

  あと、すみません、昨年度から議員さんですと、

こちらに差して使えるイヤホンのほう準備された

かと思うんですけれども、その状態ですと、充電

のほうができない形になっております。なので、

お昼休みとか、そういうタイミングで充電してい

ただいたほうがバッテリー切れのおそれなくなり

ますので、長いお昼などの休憩のときには、イヤ

ホンを外していただいて、充電というような形を

取っていただければと思いますので、御注意いた

だければと思います。 

  私のほうからは説明以上になります。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、ただいま説明ありました。 

  まず、初日に請願１件、陳情１件ということで、

参考人という形で、議場でやるということによっ

て、初日に請願・陳情というとてもちょっとイレ

ギュラーな形になったんですが、今回、請願・陳

情が１件ずつ出ております。 

  そちらの提出された方の参考人招致をいかがい

たしますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 当然、これは聞いてみたいとこ

ろなんですけれども、それに対するのとちょっと

違うんですけれども、これというのはかなり内容

が難しいと思うんですよ。そうすると、物事判断

するというのは、やっぱり知らないと判断できな

いじゃないですか。これ、判断しにくい、説明が

なかったらまず判断できない。そういう状態で陳

情出した人との一方的な意見だけを聞いて、よし

あしを判断するというのは、議運にいるんですけ

れども、非常に難しいと思うんです。 

  ここまで日程が入っているんですけれども、こ

の人たちじゃない基本的な今のこの問題に関する

背景というのをまず理解した上で、この説明を聞

かないとまずいんじゃないかな。いい判断をする

に当たってはですよ。そのレベルに達して、この

話を聞いて初めて、内容が判断できるようになる

んだと思いますよ。 

  だから、そういう資料とか、何かそういうもの

を用意されて、資料とか勉強していかないと、こ

れ聞いただけでは、きちんとした判断できるのか

ちょっと疑問に思うんですけれども、どうなんで

しょうか。 
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○山形委員長 ありがとうございます。 

  実は、昨日も星委員から、特に陳情のほう、ち

ょっと法改正のやつがなかなか分かりづらいとい

うふうなことで、御指摘をいただいて、勉強会な

りそれなりにしなくちゃならないのかなという話

もいただいたんです。 

  そうすると、今日３日で、６、７、８、９とも

う一般質問と議案質疑があるんで、もし実施する

としたら、10日になってしまうのかなというのと、

13日に請願・陳情なんで、あとそれを踏まえると、

昨日、ちょっと私事務局に話はしたんですが、そ

れに対する資料を少し集めて、皆さんに御提示し

て、ちょっとあれなんですが、６、７、８、９の

一般質問ももちろんこっちで見ながら、合間見な

がら、その資料をちょっと一読して、13日の請

願・陳情に向けて、ちょっと勉強会の時間がない

んで、そういう資料を用意させていただくという

ことでどうですか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 決まっているんで、今のが 善

の検討じゃないですか。そういうことをやらない

と、駄目だ。もう決めちゃったんで、できること

しかできないので、分かりました。お願いします。 

○山形委員長 本来だったら、もう議題が出て、陳

情出た、請願が出た場合にもうちょっとやってお

けばよかったかなとちょっとあれだったんですが、

オンラインとかＺｏｏｍ会議になってしまうので、

なかなかちょっと後手後手になってすみません。 

  そういうふうな、陳情・請願に関しては、皆さ

んにそういった内容の資料を提出するということ

で、それで判断の一環ということでよろしいです

か。特段勉強会とかはどうですか。 

  何か、ほかに。 

○鈴木（伸）委員 資料でいいです。 

○山形委員長 じゃ、ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 じゃ、それに向けて、資料等を事務

局と正副でちょっと話をして、皆さんに提出でき

るように配慮させていただきますので、よろしく

お願いします。 

  それと同時に、先ほども一番 初に言いました

けれども、参考人招致ということで、両陳情・請

願参考人招致をいかがいたしますか。 

  山本委員。 

○山本委員 特に今の陳情については、説明を聞き

たいと思います。そのほうが分かりやすいという

ことで。 

  もう一つの請願のほうが、いろんなところでも

う新聞等で出ていることなので、そちらは私はな

くてもいいというふうには思うんですが、でも、

請願は呼ばなきゃいけないんですよね。 

○山形委員長 そうですね。 

○山本委員 そもそもね。 

  私は陳情のほうが出した人というか、何か後ろ

に名前がついているので、聞きたいです。 

○山形委員長 今、出席を求めるという形でよろし

いですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 じゃ、そのように配慮させていただ

きますので、よろしくお願いします。 

  日程についてですが、９月13、14、15と３日間

で、今、事務局から説明がありましたが、本来だ

ったら２日でできるところなんですが、副市長の

都合もあって、副市長は月曜日と火曜日がちょっ

と都合がつかないということで、３日間になって

しまいます。 

  それで、13日が議場、それで、14日が303、15

がＺｏｏｍ会議というふうなことになります。日

程はそちらのほうでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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○山形委員長 ありがとうございます。 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○鈴木（伸）委員 またちょっとはみ出すかもしれ

ないんですけれども、まずＺｏｏｍ会議というの、

12日までが緊急事態宣言発出していますよね。こ

れはほかの委員会もＺｏｏｍ会議はまず今回実施

するんですか。やるんですね。 

  Ｚｏｏｍ会議か、議場、ここに集まるかという

のは、結構重要なことだと思うんですよ。委員長

に発信する権限はあると思うんですけれども、こ

ういうこと決めて、どうですかというのは全然聞

いていないんですよね。ここでもうやりますとい

う経緯というのは、ちょっとどうなのかなという

のがあるんですけれども。 

  ただ、副市長が何か都合というのもあるんです

けれども、これはあるにしても、これ、私たちは

第１、９日に集まって……。 

〔「自宅です」と言う人あり〕 

○鈴木（伸）委員 全員自宅なんだね。 

○山形委員長 ズームとは正副だけが第１、ほかの

方は自宅、それでＷｉ－Ｆｉの環境ない方は事務

局に申し出ていただいて……。 

○鈴木（伸）委員 そうだね、そう言っていたよね。 

  これ、だから、ここでは諮らないんだね。これ、

Ｚｏｏｍで決定なんだね。 

○山形委員長 そういうことで、この間の議運の中

でも決まりましたんで。 

○鈴木（伸）委員 決めていたんだっけ。そうだっ

け。 

○山形委員長 もうしっかり載っていますんで。 

  議運に載せる前。 

○鈴木（伸）委員 ちょっと記憶が錯綜しておりま

した。失礼しました。 

○山形委員長 議運の資料見ていただいていると思

うんですけれども、各常任委員会で１回ずつＺｏ

ｏｍ、議場、303とちゃんとローテーションにな

っていますんで。 

○鈴木（伸）委員 はい、撤回。 

○山形委員長 では、今後気をつけてください。 

  じゃ、そちらの日程ということで、御理解のほ

うよろしくお願いします。 

  玉野委員、もし……。 

○玉野委員 Ｗｉ－Ｆｉないもんで、大丈夫です。

相談します。 

○飯泉書記 じゃ、こちらでということで。 

○山形委員長 玉野委員については事務局のほうで

配慮していただいて、15日はこちらのほうに来る

ということで、ほかの方は自宅でよろしいですか。 

  決して、真っ暗なままにならないように気をつ

けてください。 

  あと、座席表、前回御指摘させていただいて、

玉野委員だけちょっと横にずれるというんですか、

本会議の議場での座席表はこちらの案のとおりで

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 分かりました。ありがとうございま

す。 

  後に、インターネット中継ということで、議

場で不適切な発言とか、そういったものも気をつ

けていただきたいということと、Ｚｏｏｍでは先

ほど事務局からありましたけれども、バッテリー

とかそういったところで、あと丸を上げるときに

なかなか見づらいと思うので、自分の顔の前でも

いいんで、大きくやってから。私もゆっくりしゃ

べるようにはしますんで、質疑するときは、皆さ

んゆっくり話していただけるようよろしくお願い

します。 

  じゃ、⑴については閉じさせていただきます。 

  続きまして、協議事項の⑵について。 

  じゃ、事務局から説明お願いします。 
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○飯泉書記 では、こちらの説明のほうさせていた

だきます。 

  こちら決めていただきたい点というのが１点と、

あと、皆さんのほうにちょっとお願いで、宿題で

上がっている案件が１件ございますので、そちら

について御説明させていただきます。 

  まず、１件のほうが所管事務調査のほうになっ

てございます。 

  こちら、前回まで塩原の指定管理のところを現

地見に行くというふうなところで、塩原のほうで

８月に説明いただきまして、今度、９月定例会議

のときに現地のほうに行くというふうなお話をさ

せていただいていたんですが、ちょっと今緊急事

態宣言が出ているような中でございますので、ど

のようにされるかというところ、決定していただ

きたい。所管事務調査。というところがまず１点

でございます。 

  また、もう一点のほうなんですが、広聴広報委

員会のほうより、議会報告会に、こちら、今度行

うに当たりまして、こちらそれぞれの委員会で、

各委員会のほうでテーマに関連する団体とＺｏｏ

ｍで議会報告会のほう行うというふうなことにな

ったというふうに聞いております。 

  こちら踏まえまして、何かどういった団体と議

会報告会のほう行うかというふうなところ、こち

らの案というものを上げていただきたいというよ

うなお話になっているというふうに聞いてござい

ます。 

  何かそういった団体のほうあればというふうな

ところで、こちら、先ほどの委員会日程で……、

すみません、宿題のほうがそういったことで出さ

れていますので、一応こちら、委員会の３日目の

タイミングでこちらについても話ができればと思

いますので、そちらのほう、御検討いただければ

なというふうなところでございます。 

  私のほうからは以上になります。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  以前に皆さんに指摘していただいた指定管理者

についてのオンラインの   、大変ありがとう

ございました。 

  それに伴い、塩原の指定管理に今定例会議の中

で所管事務調査を行うというふうに考えて、皆さ

んにお話ししたんですが、緊急事態宣言、そうい

ったものを鑑みて、今回は正副とちょっとお話し

させて、今回はちょっと見合わせて、今回はちょ

っと中止というふうな感じて、また改めて、時間

があれば再度また計画してみようということで考

えておるんですけれども、皆さんのほうで御意見

ありますか。いいですか、中止のほうでよろしい

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 じゃ、また改めて、塩原のほうは何

か待っているという話なんで、何かウエルカム、

いつでもいいと言っても状態が状態なんで、塩原

の支所の支所長なんかが随分、「いつでもいいで

すよ」と言われたんですけれども、ちょっと今は

まだ時間が早いということで、そういうふうな話

でございます。 

  また、議会報告会で行う団体、今度はＺｏｏｍ

で議会報告会、各委員会で……。 

○中里副委員長 議会報告会は動画を配信すること

で議会報告会に代えます。あくまでも常任委員会

がやることは意見交換会。 

○山形委員長 じゃ、その意見交換会が各常任委員

会でいいね。 

○中里副委員長 そうです。 

○山形委員長 常任委員会、所管の常任委員会なん

で、私たち総務企画系の様々な団体と意見交換会

をＺｏｏｍで行う。そういうふうな感じでござい

ます。 
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  先ほど言いましたけれども、15日までに、今こ

こでどんな団体をというとなかなか思い浮かばな

い。できれば今、今回指定管理者ということで、

まちづくりについてということで、テーマ設定し

ていますので、それに付随するような団体の人が

よろしいんじゃないかなというふうなことをイメ

ージしているんです。 

  総務企画なんで、観光とかそういったことはま

ずできないので、そういったところに所管する団

体をちょっと皆さんで案を絞って出していただい

て、15日、 後のＺｏｏｍ会議の後に皆さんから

御提示していただきたいということで、ちょっと

考えていただきたいんですが、よろしいでしょう

か。 

○中村委員 だけれども、いいのはいいけれども、

指定管理者やっている団体といったら、ここで一

番目立つのはシルバーぐらいしかないじゃない。

あと、団体といったらあそこは会社になっちゃう

けれどもアルソックとか。 

○相馬委員 農業公社とか。 

○中村委員 あと、農業公社と、それと、スポーツ

センターなんかを管理しているヘルスセンター、

大きいところ、３つ、４つで、あとは塩原環境組

合ばっかりですから。団体と言ったら……、じゃ、

その５団体一堂に集めて、意見聞くというと、一

遍にできるんだろうけれども、一つ、ここ団体と

いったら、本当に公共的な団体じゃなくて、もう

営業している団体しかないんですよ。 

  そういうものを考えると、何を話すかによりま

す。絞るしかないでしょう。 

○山形委員長 そうです、研究テーマ。 

○山本委員 まちづくりのほうに関係する団体でも

いいですよね。 

○山形委員長 そうですね。 

○山本委員 そっちのほうだと、多分市内の民間の

団体というのあると思うので、15日にみんなで出

していただいて決めればいいのではないですか。 

○山形委員長 分かりました。 

  今、中村委員と山本委員、確かに指定管理とい

うことで、ちょっとなかなか意見交換会というこ

とになると、指定管理者に話すと、今言ったシル

バー人材とか、アルソックさんとか、そういった

ところと意見交換会するということは、何かちょ

っとテーマからしにくい部分があるんで、どちら

かと言うと、先ほど山本委員が意見言っていただ

いたように、まちづくりに関してでしたら、広い

意味で多分取れると思いますので、そちらのほう

の団体と皆さんのほうで、ちょっと頭のほうに浮

かべていただいて、皆さんで協議しますんで、い

ろんな団体があると思うんですが、もし案があり

ましたら、15日のＺｏｏｍ会議の後に御発言して

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  それについて何か質疑、大丈夫ですか。 

○中村委員 なかなかまちづくり団体、我々は知ら

ないね。 

○鈴木（伸）委員 まちづくりと言ったけれども、

今回は那須塩原駅前でしょう。 

○山形委員長 そうですね。この間、町周辺エリア、

だから、例えば西那須野町の自治会の人とか、ま

ちづくり何とか委員会とかあるんですよ、東那須

に。ちょっと知り合いもいるんで、そういう人た

ちにも打診はできるのかなと思って、あくまでも

駅周辺なんで、那須塩原駅の周辺の方なんで。 

○中村委員 じゃ、その人、もし分かれば、うちら

付き合ったこともないから、そういう人とは。 

○山形委員長 極端なこと言うと、東那須野商工会

とか、そういった商店街とか。 

○鈴木（伸）委員 その地域の人の意見聞くという

ことも大事だと思うんだけれども、でも、視点は

市全体または県北を発展させるという意味では駅
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前という視点かな。その人たちを集める……、そ

れでもいいと思っていますよ。でも、その人たち

はそういう視点で物を言って、自分たちの地域の、

その局地の話に止まっちゃうと、ちょっともった

いないかなという感じはします。 

○山形委員長 その辺も含めて、もし……。 

○鈴木（伸）委員 それも一つの手法だから、別の

人もまた聞けばいいんだから。 

○中村委員 そうだね。 

○山形委員長 まちづくりと言ったら、駅周辺とい

うと、ちょっと離れて、違う角度から見るという

のも一つ何かいいのかななんて思うんで。 

○鈴木（伸）委員 あそこに対しては、市全体で意

見を広くと。 

○山形委員長 ですから、いろいろな角度で見方変

わると思いますので、その辺はこれは駄目、あれ

はいいとかいうふうな制限はなく、いろんな団体

さんに声かけて、あくまでもまちづくりに対して

意見交換して、提言に結びつくということなんで、

御理解のほういただきたいと思いますので、皆さ

ん、何かいい案がありましたら、よろしくお願い

します。 

〔「一ついいですか」と言う人あり〕 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 初めて言うんであれなんですけれども、

那須塩原駅周辺のまちづくりビジョンということ

でテーマ設定をしていくので、大学等々とのパー

トナーシップ協定というガイドラインを昨年度つ

くっているので、もしよろしければ、相手がある

ことなんであれなんですが、宇都宮共和大学の経

済学部地域デザイン学科というところで、結構学

生さんは那須塩原と那須町のこといろんな発信は

しているんですね。そのゼミもあるし、あれなん

で、もし、この長いスパンでやるんであれば、す

ぐ結論出すというんであれば、学生の意見はそう

はできないんですけれども、もしそういうことが

できるんであれば、宇都宮共和大学の地域デザイ

ン学科とパートナーシップ協定を持って、学生さ

んの夢のようなプランと、ビジョンと、それから

議会の理想的なビジョンと、執行部の現実的なビ

ジョンと、その辺を比べてみたいなというところ

があるので、もし、今後、そういったことを考え

られるのであれば、ちょっと大学のほうとはお話

しできるので、事務局のほうとお話はできるよう

にはなっているので、ちょっと後でその辺も考え

てもらって、できるのであればということで、考

えておいていただければと思います。 

○山形委員長 前回、二、三分でちょっと那須塩原

駅の何かやっていましたよね、宇都宮大学の。 

○相馬委員 あれは宇大のほう。 

○山形委員長 宇大のほう。 

○相馬委員 宇大のほうですね。宇都宮共和大学の

経済学部。 

  宇大は、宇大の地域デザイン科学部というのは、

恐らくはもともとは工学部からいっているんで、

どちらかというと、工学関係の生徒さんで、宇都

宮共和大学は経済学部、地域経済学部という学部

の中なんで、また恐らく宇大の学生さんとこっち

はまだ話したことないんですけれども、また、考

え方ちょっと違うのかなと思ったりはしているん

で。 

○山形委員長 分かりました。 

  いいアドバイスありがとうございます。 

  若い人の意見で、こちらに何か住んでいなく、

違うところから角度で見るという形で、そういっ

たいいアイデアが出てくると思いますんで、そう

いったのもまた次回に意見で言っていただければ

ありがたいと思いますので、ありがとうございま

す。 

○相馬委員 もしそういうことが可能であれば。 
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○山形委員長 ほかに皆さんのほうで何か質疑ござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、⑵の協議事項を閉じさせ

ていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山形委員長 続きまして、３、その他のほうで、

皆さんのほうで何か、今回の会議に向かって何か

分からないこととか、何かほかにその他でござい

ますか。 

  事務局。 

○飯泉書記 私のほうから、毎度のことになります

が、お昼の注文の関係でございます。 

  今回、お昼の注文のアンケート、また庶務係の

ほうからサイボウズのほうで投げさせていただい

ているところなんですが、今回、半数入替制のほ

うもございまして、こちら、毎日来る形ではない

形になっています。 

  御自身、こちら来ない日にお昼注文しちゃって

いるとちょっとまずいので、その辺、もう一度見

比べて、必要に応じてキャンセルのほうしていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  あと、お金のほう、お昼御飯代お支払いいただ

ければと思いますので、そちらのほうも庶務係の

ほうにお声がけいただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  私のほうから以上になります。 

○山形委員長 お弁当屋さん、弁当余っちゃうと困

っちゃうんで、すみません。 

  お金もらえれば構わないですが。 

  ほかに皆さんのほうから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○山形委員長 ないようですので、以上をもちまし

て、総務企画常任委員会を閉会させていただきま

す。ありがとうございました。 

 

閉会 午後 零時２１分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○山形委員長 皆さん、おはようございます。 

  昨日までの予定でありました緊急事態宣言も本

市のある栃木県９月30日まで期間延長となり、ま

だまだ我慢の時期が続くことでございます。 

  また、希望の光でございますワクチンの接種も、

本市も職域接種が始まり、徐々にスピード感を増

して接種している方が増えてきております。ぜひ

接種に対して不安のない方は、ぜひ集団免疫を獲

得しますので、接種に心がけていただくようよろ

しくお願い申し上げます。 

  それでは、ただいまから９月定例会議の総務企

画常任委員会、予算常任委員会（第一分科会）及

び決算審査特別委員会（第一分科会）を開会いた

します。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりです。 

  今定例会議において、当常任委員会に付託され

た案件は、条例の一部改正案件２件、広域行政事

務組合規約の変更案件１件、新たに受理された請

願１件、新たに受理された陳情１件でございます。 

  予算常任委員会付託案件のうち当分科会で審査

すべき案件は、補正予算案件２件であります。 

  また、決算審査特別委員会付託案件のうち当分

科会で審査すべき案件は、決算認定案件５件であ

ります。 

  これら予算と決算に関する案件につきましては、

関係所管課のところで随時分科会に切り替えて審

査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行への御協力をよろしくお願い申し

上げます。 

  ここからは着座にて進めさせていただきます。

失礼いたします。 

  それでは、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願・陳情審査 

○山形委員長 それでは、ただいまから請願・陳情

の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 請願第１号 選択的夫婦別姓制度に

ついての議論を求める意見書を国会及び政府への

提出を求める請願を議題といたします。 

  本件について、本日参考人として提出者である

大倉太喜生氏を招致しております。 

  それでは、初めに、大倉参考人から本請願の趣

旨を簡潔に御説明お願いします。着座で結構です。

よろしくお願いします。 

○大倉参考人 おはようございます。大倉でござい

ます。 

  事実だけを端的に申し上げますと、私も事実婚

を30年しておりました。中学時代に両親が亡くな

って、お墓、お仏壇ができました。今の家内と知

り合った三十数年前ですが、彼女も長女、二人姉

妹でした。お父さんがパートナーのほうの名字を

残したいというので、事実婚のまま来ておりまし

たが、例えば銀行とか行きますと、これは誰の通

帳を持ってきたと、レセプションと経理をお願い

しているんですけれども、家内が行きますと、誰

の通帳を持ってきたと言われるんです。旦那の会

社のと言っても、苗字が違うので門前払いです。

彼女はひどく傷ついて、違う金融機関に伺うわけ
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です。これを何年も繰り返しまして、何度も何度

も傷ついても、それでも経営はしていかなければ

なりません。 

  また、こういう例えばクレジット時代において

も、大抵ファミリーカードとかは作れません。い

ろんな社会で生きていく中で、例えば住民票のト

書き、ただし書には、同居人と書いてありました。

これは、30年ぐらい前でしょうか、市役所にお願

いして、ただし書を未届けの妻というふうにお願

いしたところ、当時の課長さんの御理解を得て、

西那須野支所でそういうただし書をしてもらいま

したが、それでも法的には全く家内の存在が否定

されております。 

  60歳になったときに、友人の弁護士さんは、こ

のままでは大倉さんが亡くなったときに、財産が

奥さんにいかないよと、奥さんは路頭に迷う可能

性もあると。それはひどいじゃないか。でも、日

本の法律はそうでありますので、申し訳ないです

けれども、家内のお父さんが亡くなったのをきっ

かけに入籍をしました。それで通常の夫婦になり

ました。それまでの扱いは本当にひどいもので、

家内の尊厳は何だったんだろうと思うと同時に、

これからの社会、今の世代の若い人たち、僕も51

年理美容師をやっていますので、一対一でいろん

なお話を聞きます。長男、長女の恋愛についても

伺うと、片方が片方の姓を強いるということが

多々ありまして、そういう相談に僕は僕の事実を

参考として述べさせてもらいます。共感をして帰

っていただくだけでも、その方たちはかなり楽に

なりますが、法律はそうはいきません。 

  少しでもこの選択制夫婦別姓制度の議論が前向

きに進むように、意見書を提出してもらいたいと

思うと同時に、栃木県の市議会では１市町の議会

もこの件について意見書を出している議会はござ

いません。那須塩原市議会の進取の気性に富んだ

議員さんたちの意見を集約して、少しでも国会及

び政府への提出を求める請願ということで、議論

をしていただけたら幸いでございます。 

  以上です。 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  それでは、説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木秀信委員。 

○鈴木（秀）委員 夫婦同姓を求める、義務化させ

ている法律というのは、日本だけだというふうに

聞いております。先ほどの大倉さんの大変な事情

というのはよく分かりました。私もこの夫婦別姓

の問題は、イデオロギーの問題ではなくて、人権

の問題だというふうに捉えております。 

  そういった中で、大倉さんのほかにもこういっ

たことで悩んでいる事例とか、そういったのがあ

ったら教えていただきたいと思うんですが。 

○山形委員長 大倉参考人、お願いします。 

○大倉参考人 お客様の中で、やはり長男、長女と

いうことがありまして、二人は結婚するまで恋愛

している間は、性別については全く悩んでいなか

った。ところが、いざ結婚で親に報告したら、や

はり男の姓を名のれということで、女性の方はす

ごい違和感があって、僕に泣きながら話しするん

ですね。どうして私は駄目なんだろうって、私の

姓は駄目なんだろうって、30年近く生きてきて何

か自分を半分否定されたような気持ちと、その彼

氏と結婚したい気持ちが揺らぐんですね。 

  そのときに、例えば歴史を踏まえても、明治３

年から８年ぐらいの間の徴税のためにつくった同

姓制度なので、150年ぐらいしかたっていないわ

けですよね。そういうことを考えても、その当時

福沢諭吉さんも片方の姓を強いるんではなく、新

しい姓もある。近現代では、鎌田明彦さんという

人も言っていますけれども、そういうお話をその
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お客様にお話しするんですけれども、当然納得い

きませんよね。 

  そのときに、僕の事実を淡々と話しながら、一

度権利が全くなくなってしまうんで、結婚して、

旦那さん姓を名のるか、あるいは私の姓を旦那さ

んに名のってもらうかは、二人だけの問題なんだ

けれども、二人の間に子どもができてしまったと

きに、しまったというか、当然の状態ですけれど

も、お子さんができたとき、さらにまた悩むんで

すね。そうすると、常に傷つく人が増えてくると

いうことが、現状ではもうたくさんの事例を僕は

相談を受けています。 

  以上でございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある方いらっしゃいま

すか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 本日は大変お疲れさまでございます。 

  先ほど御説明をいただいたところですが、これ

までのそういった暮らしの中で、多くいわゆる通

称姓と言いまして、片方が結婚前の姓を通称とし

てずっと使っているという考え、先ほど銀行とか

社会的ないろいろ法的な手続等々の御説明をいた

だきましたが、通称姓をと、そういうお話合いと

かはなかったんでしょうか。もしあったんなら教

えていただきたいと思うんですが、よろしくお願

いします。 

○山形委員長 大倉参考人。 

○大倉参考人 現在私どもの美容室に６名のスタッ

フがおりまして、皆さん女性です。結婚している

方が４名ですね。それで、ホームページやインス

タグラムやフェイスブック、会社の中で結婚前の

姓名を名のりますね。結婚したとき、今後どうし

ますかというときに、御主人の名前を名のりたい

という人もいれば、そのままでいいですという人

もいるので、やっぱり通称姓を採用しています。

それは、本人の意思というか、権利でもあります

ので、通称姓も非常に便利です。 

  ただ、一、二年混乱がありまして、例えば、事

実ですけれども、セキアヤカさんという方が結婚

して、オオノアヤカになりました。そうしますと、

彼女が今まで発信していたインスタグラムやフェ

イスブックやツイッターなどで、お客様がセキさ

んがいなくなったと感じてしまう、捉えてしまう

んですね。そうしますと、彼女の売上げは減って、

指名が減って、ちょっと現実問題売上げが減れば

自分の歩合給になりますから、ちょっと１年間ぐ

らいはその混乱があって、どうしようかな、また

通称に戻そうかなというのがありまして、通称姓

も改姓もスタッフの自由には任せておりますが、

約１年間ぐらいは混乱がございます。 

  以上でございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある方いらっしゃいま

すか。 

  山本委員。 

○山本委員 説明ありがとうございました。 

  出された請願の文書と今の説明を聞いておりま

すと、議論をするように要望するというよりも、

この別姓制度の導入を求めているような印象を受

けましたが、なぜ議論をするようにというふうに

出されたのか教えてください。 

○山形委員長 大倉参考人。 

○大倉参考人 それは、国会議員の皆さんに、今ま

で僕30年間ぐらい選択的夫婦別姓制度についてメ

ールを送って、意見を求めていました。返ってき

てくれる、メールが返ってくる率は、無所属、公

明党さんが一番多いです。その次に自民党さん。

逆に言えば、自民党さんの返信がちょっと少なめ

なんですけれども、真摯な内容で皆さん送ってく

れます。 

  それを進めてもらいたいというふうに、国民の
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一人が声を出しても何もならないんですよね。な

かなか通らないんですけれども、県議会今ちょう

どＬＧＢＴやってくれていますけれども、市議会、

この自分たちが住んでいる市議会が意見書を提出

していただけるだけでも、一歩でも前に進んでも

らえたらうれしいなと思っております。 

  できれば、山本さんがおっしゃったようなこと

も、将来に向けてはお願いしたいと思っているん

ですが、本日はその一歩だと、一歩前へ進めたい

と思って来ております。 

○山形委員長 ほかに質疑のある方いらっしゃいま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ほかに質疑がないようですので、こ

れで参考人に対する質疑を終了したいと思います

が、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 参考人に対する質疑を終了いたしま

す。 

  本日はお忙しい中にもかかわらず、長時間にわ

たりまして貴重な御意見を述べていただき、心か

ら感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  本委員会としていただいたただいまの御意見を、

今後の審査に十分に生かしてまいりたいと思いま

す。 

  本日は本当にありがとうございました。 

  ここで参考人退席のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午前１０時１５分 

 

再開 午前１０時１６分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  ここで議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  鈴木秀信委員。 

○鈴木（秀）委員 先ほどの質疑でも述べましたけ

れども、この夫婦同姓を法律として義務化してい

るのは日本だけということで、なおかつ国連の女

性差別撤廃委員会のほうからも政府に対して再三

法律の改正を勧められているところです。そうい

ったところを見ると、この夫婦別姓という問題は、

ある一部の中ではイデオロギーの問題として取り

上げられているようですけれども、実際問題とし

て、このシステムのために非常に不具合を感じら

れている人たちがいるということは、これは制度

の、システムの問題というふうに捉えていいかな

と思うんですね。 

  そういった人々が困っているようなことを解消

するためにも、議題を、話合いを促進させるとい

う面で、私は那須塩原市が積極的に国に求めると

いうことについて賛成いたします。 

○山形委員長 今、鈴木秀信委員が言いました国に

積極的に働きかけるというふうなお話で、皆さん、

鈴木秀信委員に対して何か御意見ございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 大倉参考人からいろいろお話を聞かせ

ていただきまして、今鈴木委員が言われましたよ

うに、国連からもそういうふうに要請をされてい

るような中で、やはり世界を見ても日本だけがこ

の制度を維持しているということを考えますと、

そろそろしっかりと国政において議論をしていた

だければというふうに、私個人も思っております

んで、そういうふうにして賛成の意見を述べさせ

ていただきます。 

○山形委員長 国において議論を重ねるというふう

な御意見。 
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○中村委員 そうです。 

○山形委員長 ほかに御意見ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今回の陳情について資料を頂いており

ます。この資料ですと、国の動きとしましては、

平成３年から民法部会というので議論をされてい

まして、平成22年には法務省がその改正案を準備

していたが、まだ国会には提出されていないとい

う状況なんだろうと思います。 

  今回の陳情の内容については、いわゆる国会で

議論をしてくださいと、そういう陳情だと思いま

すので、ぜひこういった国会での議論を進めてい

ただくのにも、私どものほうの地方議会から意見

書をという陳情でございますので、討論ではない

んですが、理解するところではございます。 

  以上です。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  国に求める意見書を議論していただきたいとい

うふうな前向きな言葉だと思います。 

  ほかに皆さんのほうで御意見ございますか。 

  星委員。 

○星委員 この選択的夫婦別姓制度、やはり女性、

今世の中で男女共同参画もかなり推進されまして、

社会的な立場の中でも活躍をされている女性の方

が多くなってきたということを踏まえると、やは

り夫婦別姓を選択、これは夫婦別姓にしなさいと

いうわけではなく、そこはもう選択的ですので、

選べるということを、そうすると女性としてもや

はり選択の幅が広がる。さらに、また社会的な中

でもしっかりとそこで女性の地位を向上させてい

くことができることにもつながっていくことでは

ないかと思いますので、私も皆さんの意見と同じ

ように、那須塩原市において、やはり国に対して

もう少しやはりさらに、もっと言えば、もっとも

っと議論を交わしていただくように、こういった

意見書を提出するのは賛成いたしますので、よろ

しいかと思います。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  今、鈴木秀信委員、星委員、中村委員、相馬委

員ということで、国会に求めて、国に求めて議論

を深めていただきたいという趣旨の内容で、大方

そういうふうな御意見がございました。 

  ほかに御意見のある方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、ほかに討議すべ

き内容はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討議を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

  星委員。 

○星委員 私は、請願、選択的夫婦別姓制度につい

ての意見について賛成の立場で討論をいたします。 

  民間会社が運営するマッチングアプリでは、二

十歳以上の男女385名に対して、夫婦が望む場合

に結婚後もそれぞれ結婚前の姓を名のることがで

きる選択的夫婦別姓についてアンケート調査を実

施いたしました。独身の男女と既婚男女の両方に

選択的夫婦別姓についてどんな考えを持っている

のかを詳しく尋ねました。対象の計385人のうち、

約８割が「賛成」または「どちらかと言えば賛成」

と回答、賛成派が圧倒的に多い結果でありました。 

  また、夫婦別姓の議論に関心があるかどうかに

ついて聞いてみました。「非常に関心がある」、

「関心がある」、「どちらかと言うと関心がある」

を合計すると、関心がある派は60.8％と６割を超

えております。 
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  高裁大法廷が、６月23日夫婦別姓を定めた民

法と戸籍法の規定は憲法違反ではないという判断

を下しました。夫婦別姓の別々の姓での婚姻は、

今の法律の下では認められないということです。

ただ、これは夫婦同姓がいいと判断したわけでは

ありません。どういう制度にするかは、国会の判

断だとして国の議論が必要であるとの考えを示し

ました。 

  日本のように、夫婦同姓が法律で義務づけられ

ている国は世界的には珍しい存在です。アメリカ、

イギリス、ドイツ、ロシアなどでは、同姓か別姓

かを選べるようになっています。フランス、韓国、

中国などは、原則的に別姓です。イタリアやトル

コは夫婦の姓を合わせる結合姓となっています。

こうした国々の中には、かつて夫婦同姓だった国

もあります。ドイツなどがそうですが、1979年に

国連で女子差別撤廃条約が採択され、夫婦同姓だ

った国も選択的別姓を導入する流れが強まり、ド

イツもその流れに乗りました。 

  国連は、日本の夫婦同姓の規定を女性に差別的

だとして、2003年、2009年、2016年と三度、廃止

を求める勧告をしています。夫婦同姓は戸籍法で

も求められていますが、日本にある戸籍制度も世

界ではとても珍しいものでございます。戸という

小家族の単位で我が国が管理する制度は、ほかに

中国と台湾にあるくらいと言われています。戦前

に日本の植民地だった韓国にも残っていましたが、

2007年に廃止されています。 

  多様性が重視される今、しっかりと国会や政府

が、この制度について様々な意見や社会情勢を踏

まえて深く議論することを必要と感じることから、

この請願について賛成といたします。 

○山形委員長 ほかに討論ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  本件を採択すべきものとするかお諮りします。 

  請願第１号 選択的夫婦別姓制度についての議

論を求める意見書を国会及び政府への提出を求め

る請願について、採択すべきものとする賛成の委

員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山形委員長 賛成多数といたします。 

  よって、請願第１号は採択すべきものとするこ

とに決しました。 

  つきましては、請願書にあるように国に対する

意見書を地方自治法第99条に基づき提出すること

で、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 それでは、意見書（案）の内容を精

査していただき、意見があれば挙手の上、発言を

お願いいたします。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、お諮りいたしま

す。 

  意見書（案）のとおり提出することに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  また、字句の整理については、正副委員長に御

一任していただきたいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 それでは、意見書について24日の議

員全員協議会に議会案件として提出し、27日の

終日に議案として提出させていただきます。 

  以上で請願第１号の審査を終了といたします。 
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  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２８分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○山形委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 陳情第３号 国に対し「刑事訴訟法

の再審規定（再審法）の改正を求める意見書」の

提出を求める陳情を議題といたします。 

  本件につきましては、参考人として提出者であ

る植竹伸一氏と門井儀市氏の招致をしております。 

  それでは、初めに門井参考人から、本陳情の趣

旨を簡潔に御説明お願いします。着座で結構です。

よろしくお願いします。 

○門井参考人 再審法改正に御理解をお願いいたし

ます。 

  住民の暮らしと福祉の向上のために日々御尽力

されておられます議員の皆様に、心から敬意を表

し、併せて国への刑事訴訟法の再審規定（再審法）

の改正を求める陳情の機会を設けさせていただき

ましたことに、御礼申し上げます。 

  それでは、国に対し「刑事訴訟法の再審規定

（再審法）の改正を求める意見書」の提出を求め

る陳情の趣旨を説明いたします。 

  私たち日本国民救援会は、創立93年、全国に会

員４万数千人を抱える人権擁護団体で、その活動

の柱として冤罪被害者の支援活動を行っておりま

す。今般、私たちは自治体の議会に対して、国に

対し刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求

める意見書の提出を求める陳情を行うこととしま

した。 

  罪を犯していない人が犯罪者とされ、身に覚え

のない罪で処罰される、これが冤罪です。冤罪は

人生を破壊し、人格を否定する 大の人権侵害と

言われています。冤罪はあってはならないと誰し

も認めることでありながら、残念ながら今でも後

を絶ちません。痴漢冤罪などを見ても、いつ市民

の皆様の誰かが冤罪被害者になるか分かりません

し、決して人ごとではありません。無実なのに裁

判で有罪が確定してしまった冤罪被害者を救済す

る手段は、裁判のやり直し、つまり再審しかあり

ません。 

  近では、滋賀県の湖東記念病院事件で12年間

服役した西山美香さんが、今年３月31日に再審無

罪判決を勝ち取り、マスコミでも大きく報道され

ました。 高裁の司法統計によれば、毎年50件前

後の再審請求事件が継続しております。にもかか

わらず、実際には再審が行われるのはごく僅かで

す。 

  日本の裁判から冤罪をなくしたいという思いか

ら、改正点２つを説明いたします。 

  １つは、全ての証拠開示を求めます。警察、検

察が捜査で集めた証拠を隠匿し、全ての証拠を開

示しないことです。証拠のほとんどは強制捜査権

を持つ警察、検察の手にありますが、現在の刑事

訴訟法では、再審請求してもそれらを開示する義

務は規定されていません。現在、裁判員裁判など

では、公判前整理手続を通じて不十分ながらも一

定の要件で証拠開示が制度化されました。 

  しかし、再審における証拠開示には、何一つル

ールが規定されないままなのです。この証拠開示

については、2016年の刑事訴訟法の改正の附則で、

政府はこの法律の公布後、必要に応じ、速やかに
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再審請求審における証拠の開示について検討を行

うとしています。政府は、これを踏まえ、速やか

に証拠開示の制度化を行う必要があります。 

  ２つ目は、検察による不服申立ての禁止を求め

ています。問題なのは、再審開始決定に対する検

察による不服申立てが許されていることです。日

本の再審制度は、再審開始決定を受けて、再審公

判が開かれるという構造なのですから、争いがあ

れば再審公判で争うべきです。日本が手本とした

ドイツでは、既に1964年に検察の上訴を禁止し、

再審開始決定が出たら公開の法廷で裁判のやり直

しをしています。 

  超党派の国会議員連盟が支援している袴田事件

は、死刑判決が確定した事件ですが、警察が証拠

を捏造したと認定して、2014年３月に再審開始決

定が出され、袴田巌さんは獄中から社会に戻って

きました。ところが、その後東京高裁がこれを取

り消し、現在 高裁で審理され、この後また東京

高裁に差し戻されています。袴田巌さんの例を見

ますと、袴田巌さんは今85歳、長い獄中生活で抗

菌症を患い、死刑の恐怖におびえながら44年とい

う気の遠くなるような時間をかけて無罪を求めて

います。静岡地裁で再審開始でしたが、東京高裁

で取り消され、昨年12月 高裁で東京高裁に差戻

しされました。 

  もう１つ、名張ぶどう酒事件の例では、名張毒

ぶどう酒事件の奥西勝さんに至っては、1964年一

審無罪判決、その後逆転判決で死刑が言い渡され

ました。獄中から何度も再審請求を行った結果、

2005年再審開始決定を得ながら、検察の即時抗告

異議申立てにより、再審決定取消しとなった後で、

2015年、89歳で無念の獄死を遂げられました。御

家族が遺志を継ぎ、第10次再審異議審中になって

おります。 

  この再審取消し決定２例として付け加えますが、

福井女子中学生殺人事件は、2011年に再審開始決

定となるが、検察の異議により2013年取り消され、

現在第２次再審の申請中であります。 

  さらに、大崎事件の原口アヤ子さんは、３度も

再審開始決定、だが、2019年６月に 高裁が取消

し決定です。これにより、今は第４次再審請求中

です。 

  以上、４つの例を見るだけでも、無実の人は無

罪にの救済という再審制度の趣旨からも、再審開

始決定に対する開始そのものの中止を求める検察

の無限の不服申立てを認めることは、このような

冤罪被害者の悲劇を繰り返すことにほかなりませ

ん。 

  今、冤罪被害者自身が立ち上がり、それを支援

する市民の会が声を上げ、日弁連も決議を上げて

います。冤罪で苦しむ人は、一日千秋の思いで再

審無罪を求め続けています。無実の人を無罪にと

いう当然の願いに応えるために、再審を阻むこの

２つの障害を取り除くことがどうしても必要です。 

  この点での刑事訴訟法の再審規定（再審法）の

改正を求める意見書を貴議会で審議され、採択し

ていただきたく、そして国に提出をしていただく

ことをお願い申し上げます。 

  後になりますが、誰もが冤罪の犠牲者となる

可能性があるなら、この冤罪犠牲者をなくすこと

は、法曹関係者のみならず私たち市民の社会問題

だと考えます。どうか議員の皆様には、冤罪被害

者の苦悩に寄り添っていただき、本陳情を採択し

ていただけますよう御動議よろしくお願いいたし

ます。 

  終わります。 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○山形委員長 質疑がないようですので、これをも

って参考人に対する質疑を終了したいと思います

が、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 参考人に対しての質疑を終了します。 

  本日はお忙しい中にもかかわらず、長時間にわ

たりまして貴重な御意見を述べていただき、心か

ら感謝申し上げます。ありがとうございます。 

  本委員会として、ただいまの趣旨の説明を今後

の審査に十分に生かしてまいりたいと思います。 

  本日は本当にありがとうございました。 

  ここで参考人退席のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午前１０時４１分 

 

再開 午前１０時４３分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

  ここで議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今、説明をいただいたんですけれども、

人が人を裁くということには間違いが起きること

があって、それで再審ということがあるんですが、

それには新たな証拠を出さなきゃいけないという

ことで、それがほとんど検察や警察が持っている。

それを出さねばならないという決まりがないとい

うことは、やっぱり問題だというふうに思います

し、それから、その後に検察によって不服申立て

が可能だということも、そういうことが許されて

いるということも非常に問題だと思いますので、

今説明がありました２点に関して、つまり証拠の

全面開示をしてほしいということと、それから検

察による不服申立てをしないということについて

は、やはりそういうものの改正をしていただきた

いというふうに思いますので、この意見書の提出

に賛成をいたします。 

○山形委員長 ただいま山本委員から証拠開示のお

話と不服申立てをしないというふうなことで、そ

ういうふうな御意見がございました。これに対し

て、今、山本委員に対しての意見に対して、皆さ

んで何か率直な御意見ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今この２点についてということでござ

いますが、証拠の全面開示ということに関して、

まず大前提としてこれは司法制度ということにな

ります。証拠の開示について、証拠の開示がされ

ない恐らく何か理由があるんだろうと思います、

例えば個人情報が含んでいたりとか。それが全面

開示ができるのかどうかというのは、ちょっと私

どもには分からないところでございます。 

  それから、不服申立て、検察官からの不服申立

てというものについて、再審請求ができる権利が

あるわけで、それに対して不服を申し立てる権利

も検察官のほうにもあるべきで、これを検察官の

不服申立てをできなくするという、それを禁止す

るという行為については、その司法制度が私ども

では分からない、まずは大前提として、今現時点

では。そういったところから、なかなか地方議会

から意見書を提出するのは、私は難しいのではな

いかなというふうに考えております。 

  もう１点、討議していただきたい点は、私のほ

うからもう１点申し上げたいと思いますが、まず

地方自治法第99条については、当該地方公共団体、

今回で言えば那須塩原市の公益に関する事件につ

いて国に意見書を提出できるというのが、地方自

治法第99条の趣旨だと理解しております。 
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  今回の申立てについて、いずれ那須塩原市民が

こういうふうな冤罪に巻き込まれる可能性がある

と、今御説明が参考人からあったところでござい

ますが、これについても、私ども一地方議会、那

須塩原市の議会として本市の公益性、それから今

現時点ですぐ判断できないというふうなことがご

ざいますので、なかなか軽々に国に対する意見書

を提出できるというのは、難しいんではないかな

と。この地方自治法99条の趣旨を、理解をどうい

うふうにするか、討議していただきたいと思うん

ですが。 

  以上です。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  今、相馬委員がおっしゃいました地方自治法99

条は一度ちょっとこっちに置いていただいて、先

ほど山本委員が言っていただいた証拠開示のお話

と不服をしないというふうなもので、今相馬委員

のほうからは、なかなか難しい問題だというふう

な御意見でよろしいですね。 

  また、この意見、山本委員の先ほどの意見に対

して、皆さんのほうで御意見何かございますか。

討議すべき点はありますか。 

  鈴木秀信委員。 

○鈴木（秀）委員 検察と弁護と対立する関係にあ

る中で、その弁護側の一方的な、一方的なという

のは失礼ですけれども、弁護側だけのお話を聞く

ということではなくて、できれば検察側のそうい

った考え方も聞いた上での判断が妥当なのではな

いかと思うんです。一方的なそちらの意見だけで、

市としての行動を決めてしまうというのはどうか

なと思うんですけれども。 

○山形委員長 御意見ありがとうございます。 

  両方の意見をしっかり聞いて、先ほどいただい

た 初に山本委員が言ったように、双方の意見を

しっかり聞いて、その上で判断してみたいという

ふうなことで、理解でよろしいですか。 

  中村委員。 

○中村委員 いろいろ裁判の過程、審議の過程、こ

れ我々一切分からない中での、この裁判の結果冤

罪かどうか、それによって再審やるやらない、ま

た証拠を開示しろとか、そういったものを非常に

我々一議員に求めるものも非常に厳しいものがあ

るんじゃないかと、私個人的に思っております。 

  そんな中で、やはり先ほど相馬委員が言われま

したように、やはり司法の動向を、今後のですね、

見極めた中で、審議をしていただく、議論をして

いただいてというのが、私はいろんな立場の中で

いろんなものがあるから、今日の司法制度の中で

再審の中で動いているという気がしますんで。い

ずれにしろ、私ども裁判の過程を全然、いろんな

冤罪かどうか分からない中での今議論をさせられ

るわけですから、そういったものを見極めながら

ということを考えますと、私ども地方議会におい

ての採択、不採択を考えれば、不採択として行っ

ていければと思っております。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  山本委員に対しての証拠の開示、不服の申立て

というふうに至った経緯とか、そういった情報と

か、司法に関するものがなかなか分かりにくいと

いうふうなことで、また鈴木秀信委員が言いまし

たように、双方のしっかりした皆さんの声を聞い

てみないと、なかなかこの意見に対して難しい問

題があるというふうなお話だと思います。 

  ほかに山本委員の御意見に何かございますか。 

  星委員。 

○星委員 この改正された刑事訴訟法の附則にはな

るんですけれども、この附則、冤罪を根絶するた

めの再審請求における証拠開示などを今後検討す

ることとして、    や司法取引についても３

年後に見通すこととしていると附則に書いてある
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んですね。 

  なので、やはりここは、この改正刑事訴訟法を

つくるに当たっては、国でも何年も議論を交わし、

また被害者関係団体の方々や刑事法学者の方、日

弁連、裁判官、法務省の各関係者が出席しながら、

また会議を重ねて練り上げてきたものでございま

すので、それをやはり私たちまだ、まだといいま

すか、一地方議会がそこに対して意見を出すとい

うことも、やはりかなり難しいものではないかと

考えます。 

  以上です。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  なかなか地方議会でそういうふうなものを判断

するのがなかなか難しいというふうな意見だと理

解しました。 

  ほかに山本委員に対して御意見ございますか。 

  鈴木伸委員。 

○鈴木（伸）委員 これ非常に難しい判断で、地方

議員が判断できることでは、私はないと思います。

かつ、弁護団側の話であって、検察側の意見も聞

きたいところは、そのとおりでありますけれども、

やはり夫婦別姓の話は一緒にはできないですけれ

ども、あれを例えるならば、やはり国は世の中が

変わっていけば、法律も変わるものであろうとい

うふうに思いますので、ここでこういう冤罪が、

人がやることですから冤罪が起きている現状があ

る中で、やはりこれをきちんと国がなかなか進め

ない、進まないんであれば、地方から声を出して

いかなれば、国が動かない、審議しないだろうと。 

  これを必ずしも地方議会でこうですよって決め

るわけではないので、やはり国にこういう声があ

ることを99条で伝える。そして、国でももう一度

きちんと本来どうあるべきかということを審議す

る。この不服申立てというのは、やはり陳情にあ

るとおり、公判でやるべきだと私は思いましたの

で、これをきちんと国で審議していただくという

意味では、この陳情は採択すべきものではないか

というふうに私は思います。 

○山形委員長 そうすると、今のお話は、山本委員

に対しての意見に対して、同じような意見という

ふうな形で、そしてしっかりと地方議会として発

信していくということでよろしいですか。 

○鈴木（伸）委員 山本委員に賛同するという、結

果的にはそうかもしれませんが、私はこの陳情そ

のものに対する私の考えを述べただけです。 

○山形委員長 ほかに先ほど 初に意見いただいた

山本委員に対しての御意見、皆さんのほうであり

ますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 一個人としてと委員会、地方ですね、

私は一個人として立ちたい、それを尊重していき

たいものですから、趣旨の１、２には賛同します。

山本委員の発言にも賛同いたします。 

  以上です。 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  そうしますと、 初に意見を言っていただいた

山本委員のことに対しての大体皆さんのほうの意

見が出そろったということでよろしいですか。 

  山本委員の御意見以外に、皆さんのほうで討議

すべき点ございますか。 

  先ほど言いました、相馬委員、地方自治法の第

99条に関しての討議はどうでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○山形委員長 ほかに討議すべき内容ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討議を終了

いたします。 
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  討論はございますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 本陳情について、私は不採択の立

場で討論いたします。 

  かけがえのない人生の時間を奪うことになる冤

罪事件というのは、決してあってはならないと考

えます。しかしながら、陳情項目にございます再

審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止など

の具体的な提案については、地方議会としてどう

判断すべきかというふうに考えます。 

  したがいまして、政府や国会などの責任ある機

関において専門的な知見を駆使しまして、結論を

見いだすべきであるというふうに考えます。地方

議会としては、その調査や議論を国政において積

極的に進められることを望むものとしまして、本

件陳情において判断することは控えるべきと考え

ます。 

  したがいまして、不採択の討論といたします。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかに討論ございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 この陳情に関しましては、やはり再審

制度に関して進め方がきちんと決められていない

ということが大きいんだというふうに、裁判所の

ほうで言っているものを読みました。それで、多

分非常に不備のある再審制度になっていると思い

ますので、今までの再審をやってきたものとかを

見てみますと、やはりもう何十年も前にあった事

件に対する証拠というのは、検察とか裁判所が全

部持っているわけですから、それを出していただ

かないと、新たな証拠の開示はできないわけです

し、それを出しても検察が上訴をする、禁止とい

うようなことをやられてしまうと、もう何もでき

なくなってしまうという事実がありますので、分

からないとかいうことは、それは法律の専門家で

はないのであるんですけれども、今まで49の市町

の議会がこれ採択をしているものなどを読みまし

ても、地方からやはりそういうどうやってもおか

しいというような決め事は外してもらって、再審

を要求した人がスムーズに改めての裁判ができる

ような形にしてほしいという要求は、真っ当なも

のだと思いますので、私はこれを採択したいと思

います。 

○山形委員長 賛成討論でよろしいですね。 

  ほかに討論ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ほかにないようですので、討論を終

結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  陳情第３号 国に対し「刑事訴訟法の再審規定

（再審法）の改正を求める意見書」の提出を求め

る陳情について、採択すべきものとする委員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山形委員長 賛成少数と認めます。 

  よって、陳情第３号は不採択とすべきものとす

ることに決しました。 

  ここで暫時休憩といたします。委員会を15分休

憩いたしますので、次の審査は11時15分でよろし

くお願いします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画部の審査 

○山形委員長 これより企画部の審査に入ります。 

  初めに、小泉部長から御挨拶お願いいたします。 

  部長。 

○小泉企画部長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画政策課の審査 

○山形委員長 ただいまから企画政策課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第79号 那須地区広

域行政事務組合規約の変更についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松本企画政策課長 （議案第79号について説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

○山形委員長 討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第79号 那須地区広域行政事務組合規約の

変更については、原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第79号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○松本企画政策課長 （議案第67号について説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、５ページの6001事業で、その委

託料の委託先を御説明お願いします。 

○山形委員長 係長。 

○髙野行政経営係長 委託先ですが、ふるさと納税

のサイトとしては４業者予定しておりまして、ま

ず１つ目がふるさとチョイス、もう１つがふるさ

とプレミアム、もう１つがＡＮＡ、そして 後に

三越伊勢丹となります。 

  以上です。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、これ４業者に委託をして、

歳入で２ページだったと思いますが、寄附金額が

２億2,273万8,000円というふうな見込みをしてご

ざいますが、この算出根拠をお伺いいたします。 

○山形委員長 係長。 

○髙野行政経営係長 算出根拠ですが、今年度に入

りまして、４月から６月分の実績を基におおよそ

前年の1.5倍ほど伸びておりますので、それを根

拠に単価計算をして求めたものとなっております。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これはそうしますと、４業者をまとめ

て単価計算をしている。例えばこの４業者の売上

げベースのそういった割合とかは考慮されたのか、

されていないのかお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 ふるさと納税につきましては、

実際の寄附金額に対応して、それらに対する委託

料でありますとか、あるいは返礼品代、それから

配達にかかる輸送料、そういったものがかかる形

になります。それらを一括として委託料という形

で、サイトの事業者さんにお支払いしているとい

う中身になります。それぞれのサイトごとの寄附

がどのぐらいになるかというのが、今現状ではち

ょっとなかなか見えないところもあるものですか

ら、委員御指摘のとおり、一括で全体の伸びと、

それからそれにかかった経費というものを按分す

るような形で求めているものになっております。 

○山形委員長 ほかの委員で、同じ事業に関連する

質疑ございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 この納税ですね、この間テレビ見てお

りましたら、巣籠もりのせいで、かなりふるさと

納税が伸びているというデータが新聞にも出てお

りましたが、本市もそのような影響を考えてやは

り増えるものを試算しているんですか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 実はちょっとこの後決算の中

でも、ふるさと納税の関係で御説明させていただ

こうかと思っていたんですが、委員御指摘のとお

り、コロナ禍ということでかなり巣籠もり需要に

関する例えば日用品でありますとか、あるいは外

で飲めないのでアルコール飲料とか、そういった

ものに寄附の、返礼品としての希望が移っている

というような状況は見受けられるところでござい

ます。 

  ただ、本市としては、それらに該当するような

返礼品というものが、特にたくさんあるわけでは

ありませんので、若干そういう意味ではちょっと

苦しいところはあるのかなというふうに考えてお

ります。 

  今回の積算につきましては、先ほど係長から説

明がありましたとおり、これまでの傾向等、それ

からサイトを増加するというところを見据えて、

おおむねこのぐらいの金額というところで設定し

たところでございます。 

○山形委員長 ほかに同じ事業で関連する質疑の委

員さんいらっしゃいますか。 
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〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業に関する質疑

ございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 一つ前の４ページになります。先ほど

の説明の中で、会計年度任用職員を忙しい12月と

１月雇うということなんですが、ここで見ると、

企画政策課と秘書課と２つのことが書いてあるん

ですが、２か月分のところの企画政策課の費用を

分けて教えてください。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 企画政策課の非常勤特別報酬

の部分、そちらにつきましては26万8,000円、こ

ちらが企画政策分という形になっております。 

  以上です。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 それは、283万のうちの26万8,000円と

いうことでよろしいんですか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 はい、２か月分ということを

予定しておりますので、１名ですね、その金額に

なっております。 

○山形委員長 ほかの委員で、同じ事業で質疑する

委員いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ほかの箇所で質疑ある方いらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松本企画政策課長 （認定第１号について説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星委員。 
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○星委員 市政報告書74ページの２款１項８目ふる

さと寄附事業費、6001事業の印刷製本費、ふるさ

と寄附ＰＲ用カタログパンフレット13万8,600円

と決算額としてありますが、予算計上していたの

は35万3,000円でした。こうした中で、このふる

さと寄附ＰＲカタログパンフレットは今回新規で

計上したものだと思いますが、約半額になってい

るその理由をお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 ふるさと寄附事業費の印刷製

本費の関係でありますが、令和２年度の予算執行

計画書のほうで、印刷製本費全体として35万

3,000円という形で予算記載させていただいてお

りますが、そちらのほうには寄附金受領証明書の

発送用の封筒でありますとか、そういったものの

作成費も含まれて、その金額を計上したところで

ございます。 

  カタログパンフレットにつきましては、当初か

らその半額程度といいますか、15万程度の金額を

予定していたところでございます。 

  決算のほうですが、寄附金受領証明書のほうが

結果といたしまして12万2,100円、パンフレット

のほうが13万8,600円となったというところでご

ざいます。 

○山形委員長 同じ事業の場所で、ほかの委員から

関連する質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようでしたら、ほかの事業に質

疑ある方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 同じ74ページの合併振興基金積立金な

んですが、利子ということで249万ということに

なっておりますが、その下に残高の推移というの

が平成28年からずっと同じ金額になっているんで

すが、これはどういうことだったか御説明しても

らってよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 合併振興基金につきましては、

合併時に合併特例債を原資としまして基金への積

立てを行ったもので、基本的には利子の運用とい

うのが目的とされているものでございます。 

  ただ、合併に関連する事業につきましては、原

資の取崩しも可能という形で後から取扱いが変わ

ったところでございますが、そういったところで、

現時点といたしましては利子のほうを運用いたし

まして、ゆーバス、ゆータクの運行費のほうに充

てているというのが実情でございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、項目上、積立金という

ふうになっていますが、実際には積み立ててはい

ないと、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 現在は、利子は一旦積み立て

た上で同額を年度内に取崩しいたしまして、先ほ

ど申し上げましたゆーバス、ゆータクの運行事業

費に充てているという形で、残高には変更がない

というような状況でございます。 

○山形委員長 同じ事業でほかに質疑する委員いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの箇所で、事業で質

疑する委員いらっしゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 72ページですけれども、72ペー

ジの下ですね。１項８目の企画総合調整費で、減

が198万4,314円ということですけれども、これの

減の内容をお伺いしたいと思うんですが。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 大きいところは、先ほど一度

初の説明で御説明させていただきました令和元
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年度に実施いたしました第２次総合計画後期基本

計画策定に係るアンケート調査の業務ですね。こ

ちらのほうが、141万400円の減が令和元年にはご

ざいました。そちらが令和元年度のみで終了して

おりますので、そちらが減となったようなところ

でございます。 

  そのほか、庁内の旅費の関係でありますとか、

大きいところはそちらのほうで、あとはそのほか

旅費の関係とか、あるいは先ほど申し上げました

懇談会等の開催を減らした関係での謝礼の減であ

りますとか、そういったところトータルで190万

ほどの減となったというところでございます。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 あとは、じゃ50万ぐらいの金額

だったんですけれども、懇談会が減ったというこ

とで、それは当初やる予定だったものが減ったの

か、逆に予定どおりの懇談会はそれで開かない予

定だったのか、そこはどういうことでしょうかね。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 新型コロナウイルス感染症対

応のため、例えば総合計画の審議会などにつきま

しては開催せず、中止したというふうなところが

ございますので、当初は予定していたが、それら

を開催しなかったということになると思います。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 じゃ、開催しなかったことによ

る不都合はあるかどうかだけお伺いしたいんです

けれども。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 実際に集まっての開催はして

いないところですが、必要に応じて書面開催的な

ものでありますとか、意見の集約などのやりとり

は行っております。 

  また、総合計画については、今年度も引き続き

策定の作業を行っておりますので、今のところ大

きな不都合というのはなかったかなというふうに

考えているところでございます。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

  では、続きまして…… 

○山形委員長 すみません、同じ事業でほかに関連

する質疑のある委員さんいらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、鈴木伸彦委員、どうぞ。 

○鈴木（伸）委員 では、隣の73ページの 下段、

那須地区広域行政費なんですが、昨年より172万

1,000円の増だということをお伺いしたんですけ

れども、これの増の事業内容をお伺いしたいんで

すけれども。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 こちらにつきましては、企画

政策課所管ということで、広域行政事務組合に負

担金をお支払いしているもののうち、議会費と総

務費ですか、全体的な部分というところですかね。

そういったものを企画政策課所管で予算計上、負

担金の支出を行っているところでございます。 

  従来、那須地区広域行政事務組合のほうに屠畜

場という食肉をつくるための家畜等の処理をする

施設があったんですが、そちらのほうが廃止とな

りました。 

  その関係で、従来、屠畜場については屠畜場会

計という特別会計をもってその施設を運営してい

たわけなんですが、その特別会計が廃止となりま

して、屠畜場に関連した使用が終了した施設であ

りますとか、土地の管理でありますとか、そうい

ったものが総務費のほうの一般会計に普通財産と

して繰り入れられたということで、現在はもう既

に解体作業等は終わっているところなんですが、

その解体にかかるまでの維持管理の経費ですとか、

そういったものが総務費のほうに計上されていた
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関係で、全体的に増となっているというところで

ございます。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 屠畜場のことをもうちょっと知

りたかったんですけれども、今の話の内容で、解

体をしたとかそういったことで分担金が消えたよ

うですけれども、そうすると予算に関係してしま

うかもしれませんけれども、一応もう今年度で大

方、維持管理する上で係る費用は全て終わったよ

うな状況なんでしょうかね。 

○山形委員長 鈴木委員、ちょっと微妙なんですが。 

○鈴木（伸）委員 じゃ、全体的にはどういう事業

内容で終わったのかということですね。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 屠畜場につきましては、従来

は那須地区広域行政事務組合で持っていたわけな

んですが、県のほうの集約等の事業がありまして、

広域としては事業が終了したというふうに聞いて

おります。現在はもう既に更地になっておりまし

て、例えば残った施設の維持管理とか、そういっ

た費用は発生しないものというふうに考えており

ます。 

  あと、跡地については、それをどうやって活用

するかということなどについては、引き続き広域

行政事務組合のほうで検討していくというような

ことで聞いております。 

○山形委員長 同じ事業で質疑のある委員さんいら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業で質疑ある委

員さんいらっしゃいますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 市政報告書78ページのシティプロ

モーション事業費、180事業についてなんですけ

れども、まず報奨金の40万についての内容につい

てお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 すみません、先ほど私の説明

の中でシティプロモーション事業費に振り分けた

ことにより、移住定住事業費のほうが減になった

というような御説明をさせていただきましたので、

ちょっと若干、説明不足で申し訳ございませんで

した。 

  このシティプロモーション事業費につきまして

は、シティプロモーション課から現在は秘書課の

ほうの所管となっておりますので、補足して御説

明させていただきます。 

○山形委員長 企画政策課じゃなく秘書課のほうで

質疑していただきたい。所管が変わったというこ

とで。 

  ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 78ページのアートを活かしたまちづく

り事業の中の委託料、アートを活かしたまちづく

りアドバイザー50万円という決算になっておりま

す。予算上は80万円だったと思うんですが、予算

との違いを御説明いただきたいと思います。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 アートを活かしたまちづくり

のアドバイザー業務につきましては、従来アート

関係に関連する見識を持つ方、それからアート関

係の雑誌等の出版等を行っている会社の方２名に

依頼をしていたところですが、従来といいますか

前年度まではですね。 

  予算上はその２名で予定していたところなんで

すが、実際に昨年度進めていく中で、なかなかコ

ロナの関係で事業等も進まないというようなとこ

ろもありまして、１名の方のアドバイザー契約を

行わないこととして、相手方にも了解をいただい

てそういった形にしましたので、決算額としては
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30万円の減というふうになっているところでござ

います。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、このアドバイザー業務

の行った成果はどのように捉えているか御説明を

お願いします。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 アドバイザー業務といたしま

して委託しまして、各種アドバイスをいただくと

ともに、実際にはアートを活かしたまちづくりの

検討委員会のほうにも参画いただきまして、アー

ト事業に関して御意見をいただいたところでござ

います。 

  戦略の中で、従来から御説明させていただいて

おりました世界的なアーティストの方を活用した

ような事業というようなところと、ただ、実情と

してコロナの関係もありまして、なかなかその辺

が進めにくいというところ、それから会議の運営

などについてもそちらのほうのアドバイザーのほ

うに委員長として参画いただくなど、そういった

ところで効果があったかなというふうには考えて

おるところでございます。 

○山形委員長 同じ事業について関連する質疑ござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業で質疑ある委

員いらっしゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 76ページ、下の段、移住定住促

進事業は1,547万5,427円の減だということなんで

すけれども、この減による影響または当初見越し

ているこういった事業の効果がどういうふうに予

定と違っているのかについてお伺いしたいんです

けれども。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 移住定住事業の減による事業

効果への影響ということかなと思いますが、事業

費の減につきましては、先ほど御説明させていた

だきました例えば人件費の部分が別の予算に一括

されたとか、あるいはこれも先ほどちょっと触れ

させていただきましたシティプロモーション事業

という従来の事業をちょっと別枠で抜いたという

ようなところが大きく影響しているものでござい

ます。 

  むしろ事業費の減というよりは、新型コロナの

関係で先ほど申し上げました移住相談が思うよう

に開催できないでありますとか、あるいは移住を

考えている方がこちらに来て現地を見るという、

現在も緊急事態宣言中でありますので、基本的に

は対面での移住相談を行っていないところであり

ますが、そういうコロナの影響で細かい説明や現

地の情報の発信などがしにくいようなところがあ

ったかなというところが大きくあると思います。 

  一方、逆にコロナの関係で移住を考える人も増

えてきているのかなというところもありますので、

そういった方にはオンラインでありますとかそう

いう工夫をして、情報発信できるようには進めて

きたところというふうに考えているところでござ

います。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 後は分かりました。 

  こういう事業で、じゃ単純に成果という面では

何か御説明いただけるものはございますか。 

○山形委員長 主幹。 

○和久企画政策課主幹 移住促進センターの和久の

ほうから回答させていただきたいと思います。 

  成果でありますけれども、先ほど課長が申し上

げましたように、なかなか例えばコロナ前、東京、

有楽町にありますふるさと回帰センター、そんな

ところに出向きまして移住相談等をやっていたわ
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けなんですが、そういったものが前年度はほとん

どなくなってしまったというふうなところがあり

ます。 

  ただ、これも先ほど課長が申し上げましたが、

コロナの関係でやはり移住するんだったら今だと

いうふうに考える人が多くなったわけなんですね。

特にテレワークが進展しまして、もう仕事を持っ

て移住ができるというふうなことがありまして、

対面での相談というのがかなり減ったというよう

なところはありますけれども、移住相談自体は実

感として増えているというふうに捉えております

ので、実際に、私どものセンターを通して何らか

の接触といいますか相談がありまして、移住され

た方も実際に増えているというふうなことになっ

ておりますので、またこれからそういうふうな相

談件数が増えてくるんだろうなというふうに思っ

ておりますし、また、補助金の相談もここのとこ

ろかなり増えているというふうな状況ですんで、

その辺の手応えはあるなというふうに考えており

ます。 

○山形委員長 同じ事業で関連する質疑ございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業で質疑ある委

員いらっしゃいますか。 

  星委員。 

○星委員 77ページ、２款１項８目13001事業の地

域おこし協力隊事業費ですが、令和２年度の地域

おこし協力隊の主な活動内容についてお伺いをい

たします。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 地域おこし協力隊ですが、令

和２年度の決算という形でありますが、現状とい

たしましては、今年度新たに採用された地域おこ

し協力隊を含めまして、４名が活動しているとこ

ろでございます。その中で例えば令和２年度でい

きますと、新たに市の情報発信とか、あるいはな

すしおばら映画祭の運営などに関わっていただけ

る新たな地域おこし協力隊１名を採用していると

ころでございます。 

  それぞれ地域おこし協力隊のメンバーにつきま

しては、例えば地域特産物の開発とか、あるいは

アートを活かしたまちづくりの推進でありますと

か、あと今申し上げました市の情報発信、それか

ら今年度採用した地域おこし協力隊につきまして

は、市内での就農というようなところを目指して

活動はしております。 

  市のほうの事業に関連する部分と、それぞれの

地域おこし協力隊が自分の希望といいますか夢と

いいますか、そういったものを追いかける部分、

それらがマッチした部分で活動を行っていただく

というようなところで進めておりますので、一定

の成果はあろうかなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○山形委員長 星委員。 

○星委員 令和２年度に関しましては、やはりコロ

ナの影響というものも少なからずあったかと思い

ますが、そこの部分での影響はあったかどうかお

伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 それぞれの活動の中では、や

はり例えば先ほど申し上げましたアートを活かし

たまちづくりに関わっていただいている隊員につ

きましては、そのアートイベント的なものが開催

しにくいでありますとか、そういったようなとこ

ろはあったかなというように考えております。 

  あと、新たに情報発信のほうで隊員を募集した

際には、なかなか手を挙げていただける希望者の

方がなくて、決算のほうにも記載がありますが、

募集の広告を改めて出した上で隊員に応募いただ
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いていると、ちょっと隊員の採用時期が当初の予

定よりも遅くなったとか、そういったような影響

はあったかなというふうに考えております。 

○山形委員長 同じ事業で関連する質疑の委員いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業で質疑…… 

  山本委員。 

○山本委員 176ページの新型コロナウイルス感染

症対策費の野岩鉄道に対する奨励金のことなんで

すけれども、先ほど支援として、利用者は減った

けれども減便をしなかったので243万5,000円を出

したということなんですが、これ考え方として、

今も続いているわけなのでまたこういうものが出

てくるかもしれないんですが、それというのはず

っとこういうものを野岩鉄道に対して出していく

という考え方なんですか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 新型コロナウイルス感染症対

策に関連する野岩鉄道への支援というような形に

つきましては、今年度も６月補正予算のほうで、

金額としては380万ほどだったと思うんですが、

予算を計上させていただきまして、今年度も同様

に実施する予定を関係自治体と調整しているとこ

ろでございます。 

  例えば今後それがずっと続くかどうかというと

ころについては未確定ではありますが、野岩鉄道

に対しましては、本市としても株主というような

ところで第三セクターの運営に関わっております

ので、本体のほうの野岩鉄道事業費のほうで経常

損失に対する支援ですとか、それから施設、線路

とか、トンネルとか、電気設備とか、そういった

ものへの補修の支援、そういったものは、現時点

では関係自治体と協調して行っていく予定という

ふうにしているところでございます。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 野岩鉄道に対しては合併以来ずっと支

援をしているんですが、ちょっとこの際なのでお

聞きしたいんですが、施設が市の中にあるという、

市と関係しているということでこういうものを出

していると思うんですが、実際、市民の方がどの

くらい使っているんですか。 

○山形委員長 利用状況ということで。 

  課長。 

○松本企画政策課長 野岩鉄道、鉄道の線路自体は

本市は通過しておりませんで、塩原温泉の尾頭ト

ンネルを抜けた先、そちらのほうに上三依塩原温

泉口駅という駅がございまして、そちらのほうに

ゆーバスのほうは行って接続しているというよう

な形になっております。 

  市民の利用がどのぐらいあるかというところで

ございますが、野岩鉄道からの情報によりますと、

上三依塩原温泉口駅付近で定期券を利用している

方、それは市民には限らず日光市側も含めまして、

定期券の利用はほぼないというふうに聞いており

ますので、主には観光客の方が野岩鉄道を利用し

て、塩原温泉にいらっしゃるというような利用の

みではないかなというふうに捉えているところで

あります。 

○山形委員長 同じ事業について質疑する委員いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに事業で質疑する委

員いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、説明にはなかったんです

が、ここで質疑していいのかどうか。 

  監査委員からの意見書の中に組織に関する記載

があったので、企画政策課なのかなと思ってお聞

きするんですが、意見書の４ページのところで、
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債権管理条例に基づきということで、債権の管理

に関して一元管理をする組織の整備を進めること

を求められるというふうな記述があるんですが、

これについては企画政策課の管轄なのかどうか、

まず伺います。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 組織機構の改編につきまして

は、企画政策課で所管しておりますので、まずは

そのことはお答えさせていただきたいと思います。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうした監査委員の意見に対して、ど

のように考えているか伺います。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 監査委員からの意見で、債権

管理を一括して所管するような部署というような

御指摘をいただいているのは認識しているところ

で、例年、組織機構の改編に当たっての関係部署

との意見の集約などにおいても、そういったとこ

ろについても検討させていただいているところで

ございます。 

  債権管理につきましては、さきに債権管理の条

例もできましたので、今後その組織というような

ところになろうかと思いますが、やはり管理する

債権の対象の範囲でありますとか、あるいは事務

の分担でありますとか、従来、既存であります例

えば、総務部になりますが収税課との調整であり

ますとか、あるいは同じような債権を持っている

例えば保育園関係であったりとか、学校関係であ

ったりとか、そういった部分との債権の範囲をど

ういった形で整理するか、そういったところで意

見を集約していく中では、課題もあるなというよ

うなところで考えております。 

  いつの時期にというようなところは、ちょっと

この場では明言はできませんが、ただ、検討とし

ては俎上に上がっているということはお伝えさせ

ていただきたいと思います。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員いらっしゃい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  企画政策課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、昼食のため休憩いたします。委員会の

再開は13時となります。 

 

休憩 午後 零時１３分 

 



－36－ 

再開 午後 １時００分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎デジタル推進課の審査 

○山形委員長 ただいまからデジタル推進課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

 

 ○山形委員長 それでは、議案第76号 那須塩原

市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 （議案第76号について説

明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ４月15日からということで、これまで

アドバイザーとして御契約をいただいていたんだ

ろうと思うんです。それを今度、非常勤特別職と

いう職にすると。どのように違うのか御説明いた

だきたいと思います。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 御説明差し上げたとおり、

これまで無償で行ってきていただいた内容につき

ましては、これまでどおりやっていただくような

形になるかと思います。 

  それは職員へのＤＸの講義ですとか、あとは児

童生徒、学校に出向いてのプログラミングですと

か、デジタル関係の講義とか講演とか、そういっ

たものはこれまでどおりやっていただくような形

になると思いますが、さらにそれより深い部分が

今後入ってきますので、深いといいますのは、Ｄ

Ｘの推進戦略を今策定しているところなんですが、

有識者懇談会の会長もやっていただいているよう

なところもございますし、またそれだけに限らず、

本市のデジタル化の様々なアドバイス、こういっ

たものをいただくようになるかと思います。 

  これまでのちょっと経緯を簡単に御説明します

が、これまでＤＸフェローの任命のときに大体月

４回から５回というふうなことでお願いしていた

んですが、御本人が非常にやる気になっていただ

いているような部分もありまして、そこにとどま

らず、もう回数でいいますと月に10回以上、それ

から細かい打合せをコミュニケーションツールと

かでやっているんですけれども、メールなども使

っているんですが、それは月に30回以上、これま

でに100を超えるやりとりをしてきているわけな

んですね。 

  そういった中で、当初は御本人も無償というこ

とで御了解はいただいていたんですが、我々とい

たしましても今後こういう定期的なこともありま

すし、ぜひともうちのほうの非常勤特別職になっ

ていただいて、定期的に報酬を支払った中でそう

いった活動をしていただきたいと思っていまして、

そういった事情もありまして、今回、非常勤特別

職に任命するというような形になります。 

○山形委員長 相馬委員。 
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○相馬委員 経緯は理解したところでございます。 

  続きまして、月額５万円という金額なんですが、

先ほどの説明だと市の顧問弁護士とか、そういっ

たところの扱いと同等ですという説明だったんで

すが、顧問弁護士は弁護士という国家資格、お医

者さんであれば医師という国家資格等があろうか

と思うんです。こういったなかなかデジタル関係

って非常に難しいというか、そういう資格がある

のかどうか分からないんですが、その辺の額をき

ちんと算出した根拠を再度御説明お願いします。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 報酬の根拠ということな

んですけれども、議員おっしゃるとおり、なかな

かちょっと難しいところがございまして、市のほ

うでもこういう資格を持っているから幾らですと

か、こういうことができるから幾らとかというふ

うな基準がない状況なんですね。 

  我々もちょっとどうしようかなと思っていたと

ころではあるんですけれども、岡田氏自身いろん

な資格をお持ちだと思うんですが、ちょっとここ

ではどんな資格を持っているか今手元にないんで

分からないんですけれども、御本人もＡＢＥＪＡ

という会社の社長をされていながらやっていただ

くようなところもありますし、形態としまして、

我々が朝でも夜でも時間を問わず、問合せをした

ことに対して回答をいただくというような、いわ

ゆる顧問弁護士よりも範囲は広いんですけれども、

ほかに基準がなかったものですから、顧問弁護士

さんと同じような形態ということで、同等の５万

円という形にさせていただいたところでございま

す。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員いらっしゃい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第76号 那須塩原市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正については原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第76号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 
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  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 （議案第67号について説

明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 予算書８ページ、債務負担行為補

正の部分なんですけれども、先ほど説明ございま

した複合機の賃借料５年分ということで、2,300

万というところなんですけれども、これは何台賃

借するのかお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 台数は28台になります。 

○山形委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようでしたら、ここで議員間討

議と併せて質疑も終結したいと思いますが、質疑

はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 （認定第１号について説

明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、82ページにページ数ではな

るんですが、行政情報システム管理費、30事業の

中の82ページの中ほどにある光ファイバーケーブ

ル支障移転業務ということで何か所か出てござい

ますが、光ファイバーケーブルの移転を市がやる
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理由を御説明いただきたいと思います。 

○山形委員長 係長。 

○福田デジタル推進課長補佐 それでは、光ファイ

バーケーブルの移転補償の理由ですけれども、光

ファイバーケーブル、当然、東電柱、ＮＴＴ柱、

どちらかに添架するものであります。その電柱を

土地の開発等で東電なりＮＴＴの元を動かすこと

になったら、それに伴って動かす必要があると。

それに伴う移転の補償費が発生するというもので

ございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員    については理解しました。 

  これについては、どこからも歳入はないという

ことになるんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 はい、歳入はございませ

ん。 

○山形委員長 今の事業について質疑ある委員の方

いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業で質疑のある

委員いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  デジタル推進課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２５分 

 

再開 午後 １時３２分 

 

○山形委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎秘書課の審査 

○山形委員長 ただいまから秘書課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  秘書課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○増渕秘書課長 （議案第67号について説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○増渕秘書課長 （認定第１号について説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 170ページになります。 

  一番上のところの広報なすしおばら新聞折り込

み、これ何回分か教えてください。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 ３回分になります。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 そうするとこの金額を３で割って、新

聞折り込み３万5,000円ぐらいにしたということ

でよろしいんですか。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 ５月20日号、６月５日号、６月20

日号の３回になりますが、５月20日号については

３万1,100部、そしてそのほか２回分にしては３
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万200部ということで、若干の違いはございます

が、おおむね同様の金額で３回分ということにな

ります。 

○山形委員長 同じ事業について質疑する委員の方

いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようでしたら、その他のほうの

事業で質疑ある委員いらっしゃいますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 私のほうからは、市政報告書の78

ページ、シティプロモーション事業費についてで

ございます。 

  まず、報奨金、まちづくり大使活動謝礼40万円

についての内容についてお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 まちづくり大使活動謝礼というこ

とで40万円の支出でございますが、まちづくり大

使の方に、市のほうのイベント等への参加をお願

いした際に各10万円ほどお支払いするものでござ

います。 

  ４回行っていますが、Ｕ字工事の福田さんが２

回、１度はなすしおばらチャンネル、こちらがお

二人からのメッセージを、動画を作成してもらい

ましてアップしたものでございます。 

  それからもう一点が、昨年度、那須塩原映画祭、

こちらのほうに短編映画「クランクイン塩原」を

上映しておりますが、こちらへの出演の謝礼とい

うことになりますが、それから岡田眞善さんが２

回、１度は板室地区で開催しました温泉ガストロ

ノミーツーリズム、こちらの交流会の司会等に対

してのお礼でございます。 

  それからもう一点、東京2020オリンピック聖火

リレーミニセレブレーション、こちらは大原間小

学校で実施されましたが、こちらへの司会として

活動いただいた分の謝礼ということになって、延

べ４回、40万円ということになってございます。 

  以上です。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 了解しました。 

  関連で、その下の委託料についてなんですけれ

ども、３件の業務委託で690万円支出しているわ

けなんですけれども、それらの効果について御説

明お願いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 １点、シティプロモーション業務

としまして、こちらはＮＰＯ法人なすしおばらま

ちづくりプロジェクトのほうへ業務委託している

ものでございます。 

  実際にコロナ禍の中で業務は限られておるとこ

ろでしたが、例えばテイクアウト情報の収集等を

あるいは提供していただいたりとか、医療従事者

への寄せ書き募集であったりとか、それから、会

報誌の発行を含めまして、コロナ禍の中にあって

も大変活動をやっていただきまして、プロモーシ

ョン業務のほうをやっていただいているところで

ございます。 

  それからシティプロモーションアドバイザー業

務、こちらについては、東海大学の広報メディア

学科教授河井先生のほうにお願いしているもので

すが、こちらは職員向け研修実施ということでお

願いをしております。行政としてもメディア活用

という部分、しっかりとやっていかなければなら

ない中で、幾つか御指導をいただいているところ

でございます。 

  それから、ＦＭラジオ番組制作放送業務、こち

らはＦＭ栃木、エールなすしおばらの番組でござ

いますが、メインパーソナリティ岡田眞善さんを

中心に市のほうの御紹介をいただいて、こちらに

ついても市のプロモーションのほうに大変寄与し

ていただいたものというふうに考えてございます。 



－42－ 

  以上です。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 内容は了解したんですけれども、

これらの業務委託を行った上での効果、あるいは

成果について伺いたいんですけれども、説明をお

願いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 失礼しました。 

  それぞれシティプロモーション業務に携わる、

関係する業務ということでございます。 

  当然、こちらは成果を受けまして、今後の市と

してのプロモーション業務に十分通用できていけ

るというふうに考えてございます。 

  それぞれの業務の質といいますか内容は違いま

すけれども、同様に市のプロモーションというこ

とでございますので、今後、しっかり活用してい

きたいというふうに思ってございます。 

  以上です。 

○山形委員長 同じ事業で質疑する委員の方いらっ

しゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、ほかの事業についての質

疑がある委員の方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 予算執行計画書66ページの広聴広報費、

広報紙発行事業についてですが、先ほど前年対比

270万円の減額になったのは、月２回だったのが

10月以降は１回になったからということだったと

思うんですが、1,730万の当初予算と比較すると

約410万ほど差額が出るんですが、ほかにやらな

かった事業とかというのがあるんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 印刷製本費におきましては354万

円程度の減になってございます。それ以外、事業

の中で、できなかったものはございませんが、一

部、広報なすしおばらの郵送料、こちらの発行回

数が減になってございますので、通常、自治会長

さんを通してお配りしている広報ですが、それ以

外に郵送でお送りしているところもございますの

で、こちらも発行回数の減によって一部減額とい

うふうになってございます。 

  そういったところが内容になります。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、当初予算からの差額に

ついては、全てその10月以降の月２回を１回にし

たというのが要因だと、そういう理解でよろしい

ですか。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 こちらの広報紙発行費の中では、

こちらがメインになっております。 

○山形委員長 同じ事業について質疑のある委員の

方いらっしゃいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 そこの広報紙の発行のところの下のほ

うに、５月５日の新聞折り込みの金額が入ってい

るんですが、先ほどお伺いしたときに５月20日、

６月５日、６月20日の広報の折り込みがコロナウ

イルスのほうのお金で入っていたんですが、これ

はなぜですか。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 ５月５日号の折り込みに関しては、

本当に早急な中で、予備費として対応をさせてい

ただいたものでございます。これはコロナの予算

のほうの手当が間に合わなかったということもあ

りますので、こちらについては予備費充用でさせ

ていただいたというところでございます。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 それでは、結局新聞折り込みをしたと

いう、そのことは同じなんですが、分けたという

ことでよろしいんですか。 
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○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 おっしゃるとおりでございます。 

○山形委員長 ほかに同じ事業で質疑のある方いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業で質疑のある

委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  秘書課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民協働推進課の審査 

○山形委員長 ただいまから市民協働推進課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  市民協働推進課については、総務企画常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第一分科会）に切り替え、審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○後藤市民協働推進課長 （議案第67号について説

明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星委員。 

○星委員 この結婚対策事業なんですが、どのくら

いの相談件数のうちにこのような結果に結びつい
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たのかをお尋ねいたします。 

○山形委員長 課長。 

○後藤市民協働推進課長 まず、この縁結び事業に

つきましては、登録者数が今年の８月末現在の数

字になりますが、115名の登録者がございます。

その登録者を担当の結婚サポーターという方々が、

プロフィールに基づきまして、毎月マッチング会

議というものを行っております。この方とこの方

をお引き合わせしたらどうかという会議になりま

す。 

  そのマッチングの件数自体は、令和２年度にお

きましては54件ほど検討はしたんですが、マッチ

ングに、お引き合わせというんですけれども、お

引き合わせに、そこまでいったのが10件という件

数でした。これは理由としましては、例年は50件

以上マッチングを行っているところなんですけれ

ども、昨年度につきましては、新型コロナの関係

でサポーター会議自体が中止の期間が長かったと

いうことで、どうしても実績の数字は少なくなっ

てございます。 

○山形委員長 ほかに質疑がある方いらっしゃいま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○後藤市民協働推進課長 （認定第１号について説

明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  星委員。 

○星委員 85ページの２款１項11目ですが、男女共

同参画費ということで、コロナ感染のあったため
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にフォーラム、セミナー、また研修とか様々、中

止になったということで、これは10事業も20も30

も全てそうだと思うんですが、このコロナの影響

といいますか、市民の活動していく中で、影響的

な部分が見受けられたのかどうかをお伺いいたし

ます。 

○山形委員長 課長。 

○後藤市民協働推進課長 コロナの影響で市民活動

に影響があったのかということで、こちら男女共

同参画というと、女性団体ですとか、そういった

ところと関係が深いところでございますが、各団

体それぞれ、やはり事業はやりにくく、例年であ

ればやっているような事業もほぼ中止になったよ

うな状況でございました。この男女の女性団体だ

けに限らず、市民活動全体として何も活動ができ

ないという声は聞こえておりましたので、コロナ

の影響というのは大きかったと思っております。 

○山形委員長 同じ事業について質疑のある委員の

方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業で質疑のある

委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  市民協働推進課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時２８分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎那須塩原駅周辺整備室の審査 

○山形委員長 ただいまから那須塩原駅周辺整備室

の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  那須塩原駅周辺整備室については、総務企画常

任委員会及び予算常任委員会に対する付託案件が

ありませんので、決算審査特別委員会（第一分科

会）に切り替え、審査を行います。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 それでは、認定第１号 令和２年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 （認定第１号につ

いて説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 市政報告書78、79ページ、那須塩

原駅周辺まちづくり総合調整費についてでござい

ますけれども、まず、委託料の中の那須塩原駅周

辺まちづくりビジョン有識者会議運営業務335万

円、これについての具体的な内容について伺えま

すか。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 こちらにつきまし

ては、令和元年度からの引き続きとなっておりま

して、庁外の、ビジョン策定に当たりましてまず

は外からの視点を加えたいというところで、外部

の有識者の方４名、大学の先生などになりますが、

から構成させていただいております有識者会議と

いうことを設置させていただきまして、会議を持

たせていただきながら、ビジョンの策定に向けて

議論を重ねていただいたというところでございま

す。 

  こちらにつきましては、昨年度３回ほど開催さ

せていただきまして、ビジョンの策定に御尽力い

ただいたというものでございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 ちょっとお伺いしたいんですけれ

ども、先ほども説明があった有識者に対する、今

の説明だと謝礼というか報償金のような説明に聞

こえてしまうんですけれども、報償金の有識者会

議委員謝礼と、この有識者会議運営業務の違いに

ついて、教えていただけますか。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 失礼いたしました。 

  業務委託につきましては、そちらの有識者会議

を運営していただくというところで、そちらの運

営を別にコーディネーター的な方にお願いをしま

して、運営をしていただいたというものになって

おりまして、そちらの業務委託という形になって

おります。 

  副委員長おっしゃるとおり、委員に対しての報

酬につきましては、別途謝金という形で予算組み

させていただいております。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 了解しました。 

  その運営業務が年に４回行われたという認識で

よろしいんですか。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 そのとおりでござ

います。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 了解しました。 

  では、続きまして関連するところなんですけれ

ども、同じく委託料のアンケート調査業務、114

万円なんですけれども、どのような形でアンケー

ト調査を行ったのか、お伺いいたします。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 そちらにつきまし

ての概要の説明かと思いますが、昨年度、本来で

あればまちづくりのワークショップを開催しまし

て、広く市民にお集まりいただいて、ビジョンに
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対して御意見をいただきたかったというところな

んですが、コロナ禍というところで、対面でとい

うのがちょっとできないものですから、急遽アン

ケートに置き換えまして、市民の皆様の声を聞く

という形を取らせていただきました。 

  昨年度、こちらにつきましては、９月12日から

10月２日という形で21日間の期間を設けまして、

無作為抽出の15歳以上の市民の方2,000名に対し

てアンケート調査を行いました。内容としまして

は、まちづくりに対する設問ですとか、自由記述

で、まちづくりに対してどんな思いを持っていら

っしゃるかというのを吸い上げたものになってお

ります。 

  調査用紙につきましては、紙によりましての回

収と、あとウェブからの回収という形を取らせて

いただきました。回答率としましては57.7％をい

ただくことができまして、まちづくりのビジョン

に大変役立たせていただいたというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○山形委員長 ほかに同じ事業で質疑ある委員の方

いらっしゃいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 ただいま説明をいただいたところなん

ですが、私、理解ができないのでもう一度お伺い

します。 

  委託料の一番上のまちづくりビジョン有識者会

議運営業務で、先ほど３回会議を開いたというこ

とで、それをコーディネートしてもらったという

ことなんですが、つまり335万5,000円ということ

は、１回につき100万円以上のお金をそのコーデ

ィネートをしていただいた個人か組織か分からな

いんですが、ということなんですか。すごく高い

なと思うんですが、何をしていただいたんですか。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 そちらにつきまし

ては、会議の運営というところもありますが、会

議の本当に実質的な運営です。有識者会議の先生

方の調整から始まりまして、資料等の準備、あと

は当然 終的には報告書等もありますが、それ以

外にも関連するところ、委託先のほうで人脈を使

っていただきまして、そのまちづくりビジョンの

策定に必要なオブザーバー的な方を呼んでいただ

いたりとか、そういった諸々、一連の工程を手伝

っていただいたという形でございます。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 駅周辺整備室というのがあるわけで、

もちろんされているんだと思うんですが、そうす

ると、この整備室は何をされていたんですか。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 当然、丸任せとい

うわけではないので、当然事務方としまして、そ

の場には入らせていただいて、調整的なものはや

らせていただきながら、進めさせてはいただいて

おりました。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 なぜこうやって聞くかというと、外か

らの視点をということで４名の方に対しては、会

議の委員謝礼ということで、この41万6,800円の

中の何がしかをお支払いしているんだと思うんで

すが、それが高いか安いかはともかくとして、コ

ーディネートをする人たちのお金を考えると、何

となく腑に落ちないところがございまして、お聞

きしているところですが、もう少し分かるように

説明していただけますか。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 当然、有識者の先

生方、様々な専門分野でそれぞれに高い知見をお

持ちの方でございますので、そういった先生方の

御意見をうまく引き出すというテクニックもござ
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いますし、あとそれらを取りまとめていく専門性

的なものも必要かと思っております。 

  あと、先ほどもちらっと触れましたが、様々な

依頼先の方、ネットワーク、人脈を生かしまして、

様々なオブザーバーなどもいただくというところ

で、特異性があるというところでスペシャリスト

的なものというところで、確かに金額ではそのよ

うに御覧いただけたと思いますが、決して高いも

のではないと、内容を鑑みればというふうに私ど

もは考えております。 

○山形委員長 同じ事業について質疑のある委員の

方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

のある委員の方いらっしゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 73ページです。新庁舎整備事業、

中段のところですけれども、土地購入費は７億

7,374万8,866円ですけれども、ほかにかかってい

る費用だけで１億ぐらいあるのでちょっとお伺い

したいと思います。 

  役務費の手数料、鑑定評価、この120万ほどで

すけれども、これの内容について多少なりとも御

説明いただけますか。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 鑑定評価の中身と

いうことでよろしいでしょうか。 

  こちらにつきましては、手数料ということで、

本当に不動産鑑定評価に用いた金額という形で、

業者さんとしては２者ほどお願いをいたしまして

評価をしていただいたというものでございます。

中身としましては。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 評価をどのように書かれてあり

ましたか。 

○山形委員長 ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４３分 

 

再開 午後 ２時４４分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 不動産鑑定の評価

の中身というところと思います。 

  １件当たりではなくて３件やらせていただいて

おりまして、そちらにつきましての評価の結果の

120万という形の依頼内容になっております。 

  結果といたしましては、それぞれに平米当たり

単価を出していただくとか、そういった形での評

価という形で、適正なものとして評価をいただい

たというふうに考えております。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 評価は適正かどうかということ

の評価だったのですか。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 鑑定評価自体が、

その後の土地評価の基準値を算定するための基礎

となるようなものを出していただくという評価に

なりますので、そちらの算定をやっていただいた

という形になっております。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 分かったような、分からないよ

うなんですけれども、ここは取りあえず了解しま

した。 

  続いて、委託料でこの504万1,000円、これの委

託内容と成果についてお伺いしたいと思います。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 こちらの内容につ
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きましては、記載のとおり２本になっております。

物件の調査と土地評価の２件になっておりまして、

土地の物件の調査につきましては、スーパーブロ

ック内に建物等がございますし、あと田んぼです

とか畑を従来やっておりましたので、そちらに係

りますポンプですとか井戸、そういったものの移

転補償という形を算定するために行ったものが物

件調査451万という形になっております。 

  それに加えまして、土地評価ということで、こ

ちらも２回ほどやらせていただきました、その結

果ということで、89万1,000円、それが土地評価

という形になっております。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 私は 初、504万のほうを聞い

たんですけれども、その土地にあるものを調査し

た、面積とか土質調査とか、そういったことはこ

こには含まれていないんですね。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 地質的なものの調

査というものではございません。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 それで、その下の89万1,000円

のほうが、これが土地の価格についての調査とい

うことですか。これと、そうしましたら先ほどの

不動産鑑定評価との関係的にはどのような評価の

仕組みがあったんでしょうか。 

○山形委員長 副主幹。 

○福島那須塩原駅周辺整備室副主幹 まず、不動産

鑑定につきましては、標準宅地の評価をしていた

だきまして、それに基づきまして、土地評価のほ

うでは17筆、今回購入した筆があるんですけれど

も、それぞれの筆について、その標準価格から角

地ですとか、道路からの高低差ですとか、奥行き

ですとか、そういったものを勘案して、それぞれ

の筆ごとの価格を出すものが、こちらの委託費の

ほうにあります土地評価のほうの価格になります。

それに基づきまして地権者様と交渉をして、契約

をして買わせていただいたという形になります。 

  以上です。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 了解しました。 

  後に、一番下段の１億400万幾らかという金

額があるんですけれども、これの内容についてお

伺いしたいんですが。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 こちらにつきまし

ては、先ほど少し触れさせていただきましたが、

スーパーブロック内に建物がまだ建っております。

そちらの住宅の移転と、あと先ほど話させていた

だきました、これまで田んぼですとか宅地で使っ

ていたところにありますポンプですとか井戸の部

分の移転補償という形での物件調査に係る補償費

という形になっております。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 後といいながらですけれども、

住宅は何件分だけ、 後にお伺いしたいと思いま

すが。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 移転の対象となっ

ておりますのは３棟という形になります。 

○山形委員長 室長。 

○鈴木那須塩原駅周辺整備室長 失礼しました。 

  曳家として移転するものとしましては３棟なん

ですが、補償の対象としましては４棟になります。

申し訳ございません。 

○山形委員長 ほかに同じ事業について質疑のある

委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある委員の

方いらっしゃいますか。 
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〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  那須塩原駅周辺整備室の所管の審査事項は以上

となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時５１分 

 

再開 午後 ２時５３分 

 

○山形委員長 では、休憩前に引き続き委員会を再

開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎選管・監査・固定資産評価・公

平委員会の審査 

○山形委員長 これより、選挙管理委員会事務局、

監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平

委員会の審査に入ります。 

  初めに、板橋事務局長から御挨拶お願いします。 

  局長。 

○板橋選管事務局長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから選挙管理委員会事務局、監査委員

事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会の

審査に入ります。担当課の皆さん、お疲れさまで

す。 

  選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定

資産評価審査委員会、公平委員会については、総

務企画常任委員会に対する付託案件がありません

ので、予算常任委員会（第一分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○板橋選管事務局長 （議案第67号について説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 
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  質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○板橋選管事務局長 （認定第１号について説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 歳出のほうの114ページから115ページ

なんですが、まず報酬なんですが、この非常勤職

員の報酬の何日分で幾つと書いてあるんですが、

これ１日幾ら出ているのか教えてください。 

○山形委員長 局長。 

○板橋選管事務局長 報酬のほうのそれぞれの単価

等、積算根拠になってくるかなと思いますが、ま

ず投票管理者につきましては、１人当たり１万

2,800円掛ける43か所、55万400円、投票立会人、

こちらが１人当たり１万900円、基本的には１か

所につき２人で40か所で87万2,000円。それから、

開票管理者につきましては、１人当たり１万800

円、開票立会人でございますが、8,900円掛ける

３人ということで２万6,700円というところでご

ざいます。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 それは分かりました。 

  その次の職員手当の一般職手当というのがある

んですが、これも皆同じお金なんですか。 

○山形委員長 局長。 

○板橋選管事務局長 職員手当費につきましては、

先ほどの報酬とはまた別の職員に対する手当とい

うことでございまして、こちらについての大まか

な積算を申しますと、投票事務に従事した方につ

きましては、単価でいいますと2,058円掛ける当

日ですので15時間、人数にして254人、およそ780
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万円ということでございます。 

  また開票事務でございますが、これが22時以降、

また22時以前ではちょっと単価が変わってくるん

ですが、22時以前でございますと2,059円掛ける

１時間掛ける117人で約24万、22時以降につきま

しては2,469円掛ける２時間、63人で30万、合わ

せまして開票としては約54万円。 

  また、期日前の投票に対するこちらのほうもご

ざいまして、平日ですと2,153円掛ける３時間掛

ける７人掛ける５か所ということで10日間、約

226万、休日がちょうど６回あったものですから、

同じような積算で約50万、合わせますと276万。 

  そのほか、事務局手当がございまして、これが

約20人、これは併任書記とか、いろいろなお手伝

いをしていただいている方、お休みのところも仕

事をしていただいた、合わせて420万。 

  合わせまして約1,500万というような積算根拠

になっております。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、確認なんですけれども、

この職員手当が１時間2,000円何がしというのは、

多分正規の職員の方が従事したときのお金だと思

うんですが、その前のページの非常勤職員報酬と

いうのは、これは市役所の職員ではなくて、自治

会とかシルバーとか、今若い人も募集していると

思うんですが、そういう方のお金だというふうで

よろしいんでしょうか。 

○山形委員長 局長。 

○板橋選管事務局長 委員お見込みのとおりという

ことでございます。 

  なお、こちらの報酬単価につきましては、市の

規則によって決まっているものでございます。 

  以上でございます。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 投票立会人という方が１日当たり１万

900円だというふうにおっしゃっていたんですが、

もちろん市の職員のやる仕事と立会人の仕事は違

うとは思うんですけれども、職員につきましては、

時給で2,000円以上で、この投票立会人というの

はそれに比べるとかなり低いんですが、半分ボラ

ンティアみたいなことで考えていらっしゃるんで

すか。 

○山形委員長 局長。 

○板橋選管事務局長 こちらにつきましては、先ほ

ど申し上げましたように規則で、日額幾らという

ことで決まっているということがまず１点ござい

ます。 

  あともう一点は、立会人について、ボランティ

アというような考え方、そういう考え方について

は、こちらのほうでは捉えてはいない、そのよう

な考えを持ってございます。 

  以上です。 

○山形委員長 同じ事業で質疑のある委員の方いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

のある委員の方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 その上の那須塩原市議会議員選挙費と

いうことになるわけですけれども、これは当初予

算で231万8,000円の予算だったんですが、146万

ということで、90万前後に予算からすると減額に

なっているんですが、何が予算よりも減ったんで

しょうか。 

○山形委員長 局長。 

○板橋選管事務局長 こちらにつきましては、大き

くは、先ほど当初説明いたしました、いわゆる各

候補者に配布する七つ道具こちらの作成費、こち

らは例年かかっている費用よりも、実際に見積り

合わせをしたところ、こちらがかなり安く抑えら
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れた、そちらが要因でございます。 

  以上でございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それはそうすると、その需用費が減っ

たと、そういうことですか。 

○山形委員長 局長。 

○板橋選管事務局長 おっしゃるとおりです。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 当初予算では、職員手当等ということ

で54万の予算だったと思うんですが、決算は８万

9,791円という金額なんですが、この差は一体何

でしょうか。 

○山形委員長 局長。 

○板橋選管事務局長 こちらにつきましては、当初

予算の見込みの額がございましたが、口幅ったい

言い方ではございますが、かなり計画的にスケジ

ュールを組んで一生懸命経費削減に取り組んだと

ころ、このような結果になったところで、私とし

ても喜ばしい限りというふうに考えているところ

でございます。恐縮でございます。 

○山形委員長 同じ事業で質疑のある委員の方いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

のある委員いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定

資産評価審査委員会、公平委員会の所管の審査事

項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時１４分 

 

再開 午後 ３時１９分 

 

○山形委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  以上で、選挙管理委員会事務局、監査委員事務

局、固定資産評価審査委員会、公平委員会の審査

を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○山形委員長 本日の議事日程は全て終了いたしま
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した。 

  本日はこれをもって委員会を散会いたします。 

  皆さん、大変お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時２０分 
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   〔会計課〕 

    ・会計管理者挨拶 
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開会 午前 ９時５５分 

 

◎開議の宣告 

○山形委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き２日目、総務企画常任委員会

を再開します。 

  ここからは着座にて進行させていただきます。

よろしくお願いします。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務部の審査 

○山形委員長 これより総務部の審査に入ります。 

  まず初めに、小出部長から御挨拶お願いします。 

  部長。 

○小出総務部長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務課の審査 

○山形委員長 ただいまから総務課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、おはようございます。お疲れ

さまです。 

  総務課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第67号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、予算執行計画書の14ページ、

3001事業の防火水槽の撤去なんですが、防火水槽

について、設置されていた経緯を御説明いただけ

ればと思います。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 設置までの経緯ということでの御

質問でございますが、こちらは、消防等とも協議

した中で、どういった場所が消防水利のほうが不

足しているというような中で、一般的にですけれ

ども、そういったところの地域に住民の方にお声

をかけさせていただきまして、土地の御提供とい

いますか、使用貸借というふうになります。中身

としては、借地料が発生しない使用貸借、こちら

の契約をいただいて設置を図っているという場所

になります。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その計画については、そうすると、契

約期間というのは設定されていなかったんでしょ

うか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 契約期間は設定してございます。

ただ、今回は、契約期間満了というよりは、土地

所有者の御都合により撤去をお願いしたいという

ような依頼があったことから、今回、補正で予算

を計上しております。 

○山形委員長 同じ事業について質疑がある方、関

連する委員。 
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  星委員。 

○星委員 撤去するのはいいんですけれども、多分

ここは、設置する場所がなくて民地を借りていた

ということであったと思いますが、今度のめどは

ついたんですか、次に造るところは。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 まず、撤去におきましては、どう

しても消防水利でございますので、消防のほうに

ここを撤去した場合の影響というものを確認して

ございます。新設、設置した以降、消火栓等の設

置もございまして、消防のほうでは特段影響には

至らないだろうというところから、今回撤去する

２か所については新たな防火水槽というものの設

置は今のところ考えていない状況です。 

○山形委員長 ほかに同じ事業について関連する質

議のある委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

する委員の方いらっしゃいますか。 

  星委員。 

○星委員 執行計画書の４ページの２款１項２目の

人事研修のふるさと応援隊、先ほど詳細の説明が

ございましたが、日本航空が中学生にキャリア講

習をされるということで、もう少し詳しいことが

決まっていましたら教えていただきたいんですが。

何校で、中学校全校ではないと思うんですけれど

も、どこの中学校でやるとか、どのくらいの人数

だったりとかという部分がもし決まっていました

ら教えてください。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 まだ予算のほう確保できていない

状況なものですから、詳細については詰めてはご

ざいません。 

  現段階で考えておりますのが、学校教育課とも

協議しているところなんですけれども、中学校１

校というところで考えております。ただ、こちら

は来ていただいて１校、あとオンライン等で、そ

ちらもまたやっていただけるような話もいただい

ております。そういったところでは複数校できれ

ばなというふうには考えてございます。 

○山形委員長 今の箇所で関連する質疑ある委員い

らっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

のある委員いらっしゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今の４ページの今のところの上

に防災対策費というところがあるんですが、これ、

新規事業の地区防災計画策定支援の内容について。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 地区防災計画でございますが、市

のほうでは、市の防災計画というものがあります。

災害対策基本法の改正で、地域でもそういった計

画をつくっていきましょうということになってご

ざいます。今回は、その作成に関しまして、地域

が策定する流れの部分を支援するというような形

での予算措置でございます。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 課題は、市全体でやる、市がや

るものだとかあるんですけれども、実際は地域ご

とに、河川のそばだったりがけ崩れの近くだった

り、地域ごとに場所が違うので状況が本当に違う

んじゃないかと思っていますので、これは地域と

書いてあるので、エリアごとの条件に合わせた防

災計画を立てていくという考え方でよろしいです

か。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 計画そのものは地域の方々がつく

るというようなイメージになっています。１つに

は自治会、自主防災会とか、そういう会があるか
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なとは思っているんですが、そこの地域でどうい

った形のものを、地域の実情に合わせて策定して

いく。そこには県の防災士会の協力を得た中でそ

ういった詳細について煮詰めていくというような

イメージでの策定に持っていく形になります。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 地域でやるときにはおっしゃっ

たような組織があるわけでございますけれども、

せっかく防災倉庫なんかを建てて道具が置いてあ

って、自治会でやるんですけれども、お金くれる

から道具買っておくみたいなところもあるんです

よね。そうじゃなくて、やはり、何というんです

か、高齢者の見守りみたいな、社協が行って。そ

こに組織づくりを協力していろんなことを取り組

むということでやっているんですけれども、やっ

ていますよね。同じように、防災も、その地域の

こと、緊急性、本当によく考えなければいけない

ということ、そんなに緊迫した状態でない地域も

あると思うんです。その地域に合わせて、地域の

人を集めて、本当にここは想定できる災害は何だ、

それに合わせて、そのときの動きはどういうこと

をしたらいいかということをちゃんと地域の人が

考えるようにして地域主導でやるような取組が必

要なのかなと思ったんですけれども、そういうこ

とをやるというふうに理解してよろしいんでしょ

うか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 委員おっしゃったとおりでござい

ます。 

○山形委員長 ほかに同じ事業について関連する質

疑のある委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

する委員の方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 そうしましたら、１ページの総務費補

助金の消防団設備整備補助金80万8,000円、これ

については特段歳出のあれがなかったんですが、

これは消防団活動費に充当というふうになってい

るんですが、特段何か設備に関してこれを充てる

予定があるのかどうか伺いたい。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 こちらですが、80万8,000円の使

途でございますが、今、委員がおっしゃったとお

り消防団活動費のほうに充当ということで、今年

度、救命胴衣を購入ということで予算計上させて

いただいています。その救命胴衣の購入に当たっ

て、補助対象ということで国のほうから決定を受

けて、歳入の今回補正で入れているという流れに

なります。購入としましては救命胴衣に充てる。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 恐らく当初予算でその救命胴衣が載っ

ていたんだろうと思うんですが、パーセントとし

ては、これは何％ぐらいの補助金になるんでしょ

うか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 ３分の１になります。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 恐らく当初予算で１回あったんだと思

うんですが、これは何名分ぐらいの予定なんでし

ょうか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 225着ほど購入するということで

進めております。 

○山形委員長 同じ箇所について関連する質疑の委

員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの箇所について質疑

する委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 
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○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星委員。 

○星委員 191ページの４款１項５目の9001事業、

放射能対策費ですが、先ほどの説明ですと除染し

て埋設したところの補修箇所が令和元年よりも少

なかったというお話でしたが、こちらのほう大体

件数何件だったか分かりますか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 それでは、件数でございますが、

まず令和元年度は９か所ございました。令和２年

度については５か所ということで、４か所減、箇

所数でいきますと４か所減という形になってござ

います。 

○山形委員長 星委員。 

○星委員 毎年これは少なくなってくるものなのか、

それともその年によって、ほぼ同じ時期によって

埋め方によってもそれぞれだと思うんですけれど

も、経緯としては今現在では少なくなってきてい

るような感じですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 年度によってやはり増減というの

はあるかなというふうに感じております。ただ、

極端に数が多いというわけではなく、やはり年数

たってちょっと沈下しているとか、あとは場合に

よっては、事情が生じて場所を変えるとか、そう

いったものがございまして、やはりそのあたりも

年度によって、申出によって対応するような形に

なっておりますので、年度によって大分変化は生

じているものでございます。 

○山形委員長 星委員。 
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○星委員 事情によって、その場所を変えるという

こともあるということなんですが、かれこれ10年、

まだ10年だと記憶にも新しいところではあるんで

すけれども、この先もっと何十年もたったときに

レベルが下がっていればいいんですけれども、各

家庭の中でそれさえももう分からなくなっている

ような状況というのも今後出てくるのかなという

心配もあるんですが、そういったところは注意を

していくようなこと、決算ではなくなってきちゃ

うから、いいです。その際ににします。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 同じところなんですけれども、

埋設箇所補修業務、やったことは多分、自分が想

像しているのは、住宅の庭先で土壌を上から削る

ような形で、敷地の中に穴を掘って、見たことは

ないんですけれども、何かシートをかぶせてまた

土を埋める、そういう作業をやっているかと思う

んですけれども、これ補修業務ということは、ど

ういう状態があってどういう補修をするのかとい

うというのちょっと分からないんですけれども、

どういうことをやれているのかなと思いました。 

○山形委員長 補修業務の内容ということですか。 

  課長。 

○平井総務課長 補修業務の主な内容ということで

すが、そのほとんどが沈下するといいますか、も

ちろん埋めた際に転圧はかけてはいるんですけれ

ども、何らかの形でちょっと沈下して、そこを袋

をまた入れて平らにするというのが主な補修の内

容になっています。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 もしそこに草なんかが入れてい

るとね、腐ったり堆積が下がれば、それをやって

いたらいつまでも続く、50年も何年もやっていく

か分からないですが、あると思うんですが、そう

いうものなんですか。毎年こう住宅、これを入れ

ている人たちから要望があれば、もうそのとおり

改修しているというのがこの内容ですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 まず、表土の除去の埋設に関しま

しては、草木等は入れない形で対応しているとこ

ろなんです。なので、全部が全部下がるかという

とそうではないんですが、やはりどうしても場所

によっては下がってしまってというようなところ

を要望を受けて対応しています。 

  この対応につきましては、先ほどの歳入でもち

ょっと御説明したんですが、国のほうでそういう

ものは見ますよというような形になっていまして、

10分の10の補助の交付を受けてございます。その

ようなものですから、要望があれば当然対応する

というような流れにはなっています。 

○山形委員長 この事業について関連する質疑のあ

る委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

のある方いらっしゃいますか。 

  中村委員。 

○中村委員 それでは、せっかくでございますので、

歳入の件で物品売払い収入、39ページなんですが、

総務課の所管におきまして334万4,000円が消防自

動車を公売によりましての収入を得たということ

で、初めての経験でございますよね、本当に大き

な金額が歳入として収入になっておりますので、

本当に心から喜ばしいと思っております。 

  これにつきまして、５台、どのような方法で公

売をかけたのかをお尋ねします。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 公売の方法ということで御質問を

受けました。公売ですが、ホームページ等に掲載

した中で期限を設けて入札の形の中で一番高い金

額、そういった事業所に売却先を決定させていた



－63－ 

だいている。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 分かりました、おおむね。そうします

と、それはホームページの中で全国を規模に視野

を広げて、視点を広げての公売をされたというこ

とで、オークションみたいな形になっているんで

すか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 特に、どこどこの地域にある会社

であるとかそういった制限はかけてございません

ので、議員から御質問いただいた全国ということ

になれば、範囲ではそういうことになっておりま

す。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 本当に今まで、この下取りをしように

もできなかったというものを本当にこういう方法

を、私も若いとき、外国、東南アジアに行きます

と、何々分団の消防自動車が走っているというぐ

らいの本当に外国に輸出されていたのを大きい改

善をしていて、国内では誰も引取り手がいないと

いうようなことで、本当にお荷物的存在が本当に

このようにお金になっていくというのは時代背景

が変わってきたのかなという気がしまして、本当

に収入を得たということで、大きな買物をしたの

ではないかと、本当に思っております。 

  そんな中で、これ当時 低価格を５万円で、１

台いうことで、車種にもよるんでしょうけれども、

販売されたと思いますが、結構、三百三十何万と

しますと大体平均でどのぐらいの価格で売却でき

たんですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 ５台で334万4,000円ということで

すが、大体４台が60万ちょっと切るぐらいでして、

１台は100万までは行っていないですが、100万ち

ょっと切るぐらいです。車のメーカーも若干違う

ものですから、そういったところもあるのかなと

思ったんですが、１台だけちょっと高めの金額。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 昔では信じられないような金額で売れ

たということで、そのぐらいの需要が若干日本全

体的に増えてきたというのは理解できますんで、

今後、こういう車が20年経過して代替えをされる

ときには必ず出されて、２台購入すれば２台出す

というような形でなっていくわけでございますの

で、今後もやはりこういうふうにして公売される

予定ではいくということなのですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 公売に至る流れなんですけれども、

まずこれまでの経緯で申し上げますと、まず市内

の企業様等で自社の中で消防活動を行いたいとい

うような企業様がいた場合はもちろん譲渡をして

いくという経緯です。今回、そういった周知は図

ったんですが、何分の応募がなかった、これ周知

の方法もあろうかと思うんですけれども、につい

て公売を初めて行ったということになっています。 

  今後におきましても、一つの流れとしましては、

地域というものもございますので、考えています

のは、やはり地域のその企業様等で自主的な消火

活動で用いたいという御希望があれば、できれば

そちらを優先させた中で、希望がない場合という

のが、公売にするという流れが一番いいのではな

いのかなというふうには考えております。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 じゃ、そうしますと、今後は地域の、

那須塩原市の企業の中で欲しいという方がいれば、

協議の結果、そちらのほうに販売するというもの

も可能だということでございまして、その伝達方

法等をしっかりと小まめにやっていただくという

ことに注意をされていくという解釈でよろしいで

すね。 
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○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 そのとおり周知のほうは、またき

ちんと伝えるようにしていきたいなというふうに

思っています。 

○山形委員長 ほかに関連する質疑のほうされる委

員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

する委員の皆さんいらっしゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 それでは、市政報告書62ページ

の法制執務費70事業ですけれども、聞き間違えな

ければ、新規事業で庁内法律相談弁護士謝礼とい

うのがあったというふうに。実績件数とか日数と

か、それと内容はどのようだったのかというあた

りをお聞きしたい。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 まず、内容のほうから申し上げま

すと、これまでの市のほうは顧問弁護士という方

おりまして、特にいわゆる裁判とかそういったも

のに発展しそうなものは、顧問弁護士に時間いた

だいて相談とか行っていたのですが、どうしても

近年やはりいろいろなところで法の解釈の問題と

いうものも疑義が生じております。それを身近に

その弁護士に相談という環境というものがやはり

必要かなというところから、令和２年から実施を

したものです。 

  件数でいきますと、令和２年度113件になって

おります。形としましては、週２回、本庁と西那

須野庁舎で午前中の時間ということで、弁護士の

先生に来ていただいて、各課で申込みをいただい

て相談をしているという事業です。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 話せるところだけでいいですけ

れども、市民からどのような相談内容があるかと

いうのは、市のほうで把握はされているんですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 この庁内法律相談は、市民の方が

相談するものではなく、仕事を進めていく中でと

いうような相談になっております。 

○山形委員長 そうすると113件の相談内容という

で、鈴木伸彦委員、そういうことでよろしいです

か。 

○平井総務課長 それでは、相談の内容というとこ

ろでございますけれども、先ほども若干触れたん

ですけれども、どうしても業務に我々公的な部分

が、法律なり条例なり、条例の制定や改廃もござ

いますけれども、そういったところの解釈とか改

正する際、制定する際のいわゆる表現的なものも、

そういった部分が一番多い内容にはなってありま

す。 

○鈴木（伸）委員 了解。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、同じ箇所なんですが、当初予算

の時点では、相談は１日７時間、月４回の12か月

ということで168万の予算が当初組んでありまし

た。今のお話ですと、月２回にしているというこ

とですか。週２回。そうすると当初予算168万に

対して96万の執行額ですが、この差はそうすると、

どこに差が生じたんでしょうか。 

○山形委員長 係長。 

○佐藤行政係長 お答えいたします。 

  まず、月４回というカウントなんですが、週１

回で月４回という計算だったんですが、その週１

回というカウント、７時間というものを２日に分

ける形で3.5、3.5で見るような形で週１日分とい

うようなカウントしました。 

  ただ、3.5という時間がなかなか取りにくいと

いうことで、１日にして３時間、６時間になるわ

けなんですけれども、それで１か月当たり計８回
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という形ですが、時間にいたしますと週２回分で

１日分というような時間数のカウントでやらせて

いただきました。 

  また、こちらにつきましては、どうしても庁舎

に来る先生の御都合がありますので、当初予算で

取っていた額に加えて、実際、実績としてこちら

にお越しになれなかった、そういった日にちにつ

いては費用が発生しない、すなわち開催しないと

いうことがありましたので、現在この決算額で出

ている96万円というような支払いで、となったと

いう形になっております。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしたら、同じ箇所で、その上のそ

の非常勤職員の報酬、法制執務に関する非常勤職

員の報酬ということで、当初予算はやっぱり172

万、それが127万の執行額。その差額についての

御説明お願いします。 

○山形委員長 係長。 

○佐藤行政係長 こちらにつきましては、非常勤職

員の報酬ということで、行政不服委員会委員５名

分という形で実績がありました。 

  こちらにつきましては、年度当初、回数をもう

少し見込んであったんですけれども、実際そうい

った行政不服として申立てが上がってきたのが１

回しかございませんでしたので、１回分の計算と

いうような形での金額で、当初予算額まで至らず

に済んでいる、こういった形に。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  同じ項目で一番下の負担金のところで、平和首

長会議メンバーというところで、予算上情報公開

セミナーというのが予算計上されておりましたが、

決算上できないということで、やっていないとい

うことでよろしいんですか。 

○山形委員長 係長。 

○佐藤行政係長 委員おっしゃるとおりでございま

して、実際コロナの関係で様々な研修会などが中

止となっている中で、こちらにつきましても同じ

ような形で実施されなかったということでの結果

でございます。 

○山形委員長 ほかにこの事業について関連する質

疑をする委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、それ以外に質疑する委員

の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思ますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」という人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」という人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」という人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認
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定すべきものと決しました。 

  総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時１８分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎財政課の審査 

○山形委員長 ただいまから財政課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  財政課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○広瀬財政課長 （議案第67号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ２ページの基金繰入金についてでござ

いますが、括弧して充当先がざっと書いてござい

ますが、この充当先の各内訳の金額を出すための

基準は何なのか説明してもらってよろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 それぞれこれ事業費がございまし

て、起債というか繰入金、各繰入金については、

明確にというか。 

○山形委員長 係長。 

○印南財政係長 事業費につきましては、この公共

施設等有効活用基金の趣旨の目的に沿ったまず事

業というところが大前提でございまして、その中

に事業費、それぞれ例えばここでいう一番上に財

産管理費に充当でというふうになっていますが、

財産管理費の公共施設等有効活用基金の趣旨にの

っとった金額というものをまず定めまして、そこ

に特定財源、国庫補助金ですとか起債ですとかそ

ういったものを抜いて残ったお金を10万単位で、

分かりやすく10万単位で丸めて基金を充てさせて

いただいているというやり方を取らせていただい

ています。 

○山形委員長 ほかに、この項で関連する質疑の方

いらっしゃいますか、 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある委員の

方いらっしゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ページでいうと３ページの右下

から市債、１項８目ですけれども、改めて聞くよ

うなことになってしまうが、合併特例債、この合

併特例債というものの、今回はこの金額なのです

けれども、この使い方、目的というか使途の考え

方で、合併特例債というものはこういうことに充

てられるということの説明をちょっとしていただ

ければ。 

○山形委員長 課長。 
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○広瀬財政課長 合併特例債を充てるものについて

は、基本的に新市建設計画です。 

  合併する際につくりました新市建設計画、そこ

に計上されているものに充てることができるとい

うふうにされてございます。 

  ただ、新市建設計画では、具体的な事業名は当

然載っていなくて、このエリアについてはこのよ

うな整備を行っていくよというふうな記載のレベ

ルになっていまして、そういったところで該当す

る事業については、合併特例債有利な起債になり

ますので、なるべく充てられるものは充てていく

ということでやっているものでございます。 

○山形委員長 鈴木伸彦君。 

○鈴木（伸）委員 合併特例債は金額が決まってい

ると思うんですよね。今、こうやって使っていく

と減っていくんですけれども、特例債の使い方、

計画性というのはあった中でこれから支出されて。 

  本当は庁舎あたり使えばななんて思っている市

民も多いと思うんです。 

  だけど、これなんかは河川改修みたいな形で使

ってしまうんですけれども、この計画性にのっと

って今回の支出に合っているとは言っているので

合っていると思うんですけれども、その計画的な

ところというのはどういうふうに特別債はなって

いるんですか。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 今、御指摘がございましたとおり、

庁舎建設についても当然充てることを予定してご

ざいます。 

  発行限度額までまだまだ余裕があるものですか

ら、新庁舎建設を見越しても十分まだ事業に充て

られるというところで運用しているということで

ございます。 

○山形委員長 同じ事業について、関連する質疑の

ある委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある方いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定について議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○広瀬財政課長 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 市政報告書の69ページから70ペー

ジに書いてありまして、財産管理費のところなん

ですけれども、その中の賃借料のところなんです。 

  黒磯公共職業安定所用地83万4,600円が計上さ

れているんですけれども、地代として恐らくお支

払いしているのかなというふうに思うんですけれ

ども、ちょっとその内容を知りたいんです。 

  まずハローワークって国の機関だと思うんです

けれども、どこかの誰からかお借りして、その地

代を市が負担しているということなんでしょうか。 

○山形委員長 課長補佐。 

○相馬財政課長補佐 私、管財係長兼務の相馬と申

します。私のほうからお答え申し上げます。 

  黒磯公共職業安定所用地については、市のほう

で民間のほうから土地を借りて、それを市が今度

は栃木労働局、国のほうに土地をお貸ししている

という状態です。 

  民間の方、共墾社にお住まいの個人の方でござ

いまして、そちらのほうからこの83万円4,600円

という金額で借りています。面積については、

1,349.71平米でございまして、契約の期間として

平成19年の４月から令和８年度末までというよう

な契約でございます。 

  現時点での月額ですね、６万9,550円で借りて

いるということでございます。 

  国に対しては、同額をもって貸しているという

ことでございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 その下の、県営黒磯住宅用地、そ

れから、県営埼玉住宅用地（13件）というところ

なんですけれども、こちらのちょっと内容も教え

ていただけますか。 

○山形委員長 課長補佐。 

○相馬財政課長補佐 こちらにつきましても、民間

から市のほうで借り上げて、それを今度は栃木県

のほうにそれぞれ貸しているということでござい

ます。 

  黒磯住宅用地については、１万7,407.72平米で

ございまして、現在の経過として平成31年度から

令和10年度まで契約でございまして、月額48万

8,460円ということで借りております。 

  県営埼玉住宅については、13件ということなん

ですが、13棟ということでございまして、面積が

合わせて6,794平米ということでございます。 

  こちら契約期間は平成20年度から令和２年度末

まででございました。当時の月額賃料は18万

4,525円ということでございます。 

  埼玉住宅地につきましては、令和２年度末をも

って県のほうで施設のほうは取り壊して返還され

たということで、３年度以降は賃貸借のほうはな

いというものでございます。 

  以上です。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○山形委員長 ほかに。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ６ページの歳入の３款１項１目の利子

割交付金についての説明がなかったんですが、こ

れ財政課所管ではなかったんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 
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○広瀬財政課長 財政課所管です。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、ここに決算額1,190万

という決算額になっておるんですが、ここに計算

方法が割合のあれも載っているんですが、当初予

算額が500万円ってなっているんですがその予算

額と計算方法が決まっているんであれば、もうち

ょっと近い数字になるのかなと思ったんですが、

この600万の乖離は何なんでしょう。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 基本的に予算を組むときには、予

算割れしないようになるべくあまり高いところで

見積もっても正直難しいところがございます。 

  この利子割交付金については、金融機関から利

子の支払いを受ける際に課される税ということに

なってございまして、利子課税20％、それから、

20％のうち所得税が15％、それから利子割５％と

いう形で合わせて20％徴収される。その一部が県

民税の収入率の割合で県から申告されるというよ

うな内容になりますけれども、なかなか基本的に

はその増額になった理由としては、満期になった

ものが多かったということで、このような形で利

子割交付金がたくさん来たということになりまし

て、正直どれぐらい伸びるかというところが読み

難いところがありますので、当初予算でやっぱり

例年と比較してというところで。そんなところか

ら。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、この1,190万は、令和

元年の決算額と比較するとどうなんでしょう。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 令和元年度と比較しまして、214

万4,000円の増ということになってございます。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○山形委員長 ほかに、この事業について関連する

質疑がある委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

する委員の方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 170ページの４款１項１目のサーマル

カメラ、庁舎のところのサーマルカメラなんです

が、これ歳出しているんですが、これ寄附があっ

たという説明が議場であったような気がするんで

すが、それとはまた違うんですか。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 この庁舎のサーマルカメラについ

ては、寄附とは別で購入したものになります。 

  すみません。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 ごめんなさい、少し訂正します。 

  黒磯の庁舎の寄附でした。西那須野庁舎のやつ

を購入したんです。 

〔「そういうことか、勘違いした」と言う

人あり〕 

○山形委員長 では、ほかに関連する質疑の委員の

方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、そのほか質疑する委員の

方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようでしたら、ここで議員間討

議と併せて質疑を終了したいと思いますが、異議

ないですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  財政課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎契約検査課の審査 

○山形委員長 ただいまから契約検査課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  契約検査課については、総務企画常任及び予算

常任委員会に対する付託案件がありませんので、

決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 それでは、認定第１号 令和２年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○浅賀契約検査課長 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 71ページの１項７目契約管理費の入札

契約なんですが、先ほど説明では前年対比でそん

なに変わりありませんというような説明だったか

と思うんですが、令和２年の当初予算のときの説

明では、新規事業として電子入札システムの契約

管理システムのデータ等を作成するためにという

ことで、ここで688万9,000円の予算計上をしたと

ころでございますが、この委託料のところは今回

340万ということで、約半分で済んでいるという

ことになっておりますが、その予算とこの決算の

違い、これの説明をお願いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 こちらにつきましては、プロ

ポーザルで入札システムを、切替えを行ったとこ

ろでございますけれども、プロポーザルを実施し

た結果、契約金額が安くなったと、低価格になっ

たということで、補正予算におきまして334万

9,000円の委託料を減しているというふうなとこ

ろでございます。 

○山形委員長 ほかに関連する質疑をする委員の方、
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いらっしゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 71ページの下のほうなんですけ

れども、指名停止措置状況という欄があるんです

けれども、ちょっと、多少驚きながら見ていたん

ですけれども、贈賄それから不正または不誠実な

行為というものがあるんですが、これは説明いた

だけますかね。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 それでは、令和２年度の指名

停止措置状況について、説明できる範囲で説明さ

せていただきたいと思います。 

  まず、贈賄につきましては、全国的な事例とい

いますか、他県の事例でございます。見ますと、

大分県の事例でございますけれども、大分の建設

会社の当時取締役が、別府市発注における建設工

事の入札に当たりまして、同市の職員に現金を渡

したということで逮捕されたというふうな事案が

ございまして、そちらの案件に対しまして、本市

の指名参加名簿にあるというところで、指名停止

を行ったというふうなところでございます。 

  次に、不正または不誠実な行為についてであり

ますが、まず１点目としまして、市内の建設会社

及び同社の前取締役が、平成26年８月から29年７

月までの３か年におきまして、架空の外注費を計

上するということで、所得を隠して法人税及び地

方法人税を脱税したということで、宇都宮地方検

察庁に起訴されたというふうな事案でございます。 

  ２件目につきまして、こちらは本市が令和２年

度に入札を執行しました業務委託におきまして、

落札したにもかかわらず、同日中に契約辞退届を

提出して契約の締結を阻んだというふうなもので

ございます。 

  なお、辞退の理由としましては、当該案件、履

行期間が３年分の総額を書くというふうな入札で

ございましたが、誤って１年分の金額を書いてし

まったというところで入札契約を辞退というふう

な形で、そちらに対しての指名停止というところ

でございます。 

  以上でございます。 

○山形委員長 ほかに関連する質疑の委員の方、い

らっしゃいますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 関連なんですけれども、その下の

表に電子入札執行状況という表がありまして、建

設工事153件、コンサルタント業務委託77件、計

230件が電子入札によって執行されたという表に

なっていると思いますけれども、不調になった件

数など分かれば、ちょっと教えていただきたいん

ですけれども。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 電子入札における不調の状況

というふうなことでございますけれども、電子入

札以外でも、物品その他などにおきましても契約

したりですとか、不調というものがございますけ

れども、そちらを合わせますと、不調の件数とし

ましては27件ほどございました。 

  また、それに併せまして、例えば建築工事と電

気と機械、３本１つの建物で３つまとめたものに

対して、建築工事が不調となった場合は、それと

関連して電気と機械につきましては入札を中止と

いうふうな形にしますので、そういった形で工事

を中止にしたものが７件ほどございました。 

  また、それ以外に契約辞退のものは先ほど説明

したとおりでございます。 

  以上でございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 そうすると、230分の27件プラス

７件で、辞退があった件数という見方でよろしい

んですか。あくまでもこれは執行されたので、契



－72－ 

約が結べて不調になっていないものの件数という

見方でよろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 今説明しました件数は、その

下の450件に該当するものでございまして、不調

になったものにつきましても、再度入札を行う等

で契約はしておりますので、405が分母となると

いうふうなところでございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 先ほど不調になった件数、率直に

申し上げて結構多いなというふうに感じました。

不調になった理由など、分かる範囲で把握はされ

ていますか。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 不調になった原因、要因でご

ざいますけれども、まず入札に応札、入札参加者

がいなかったというものが全部で16件ほどござい

ます。それ以外のものにつきましては、予定価格

を超過しての入札というふうな形でございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 原因は先ほどおっしゃったとおり

だというふうに思いますけれども、執行する側と

して、先ほど超過する、予定価格より超過という

ことは予定価格より高過ぎて取れなかったという

ことだから、価格が安かったわけだね。安いとい

うふうに業者さんが感じたから、予定価格が、入

札する業者さんが市が示している予定価格に対し

て高かったということですよね。業者の入札した

価格のほうが高かったんで執行できなかった、不

調になってしまったということですよね。それが

何件と言っていましたっけ。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 失礼いたしました。もう一度

説明いたします。 

  不調になった案件が全部で27件ほどあります。

そのうち、参加者がいなかった入札が16件でござ

いますのでというところで、11件につきまして予

定価格の超過ということでございます。 

  ただ、こちらにつきましては、建設工事につき

ましては予定価格を示して公表しておりますので、

建設工事については、予定価格超過というよりは

応札者がいなくなるというものが形でございまし

て、この業務委託ですとか物品の場合は予定価格

を事前に公表しておりませんので、そちらが予定

価格超過になるといったようなものでございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 いろいろな形で不調になっている

場合あると思うんですけれども、そういった価格

であったり、そういったものの調査というのは当

然、積算システム入れているのでされているとい

うか、そういうふうにやっているんだと思うんで

すけれども、かなりその市場価格と差があるんだ

と思うんです。 

  市としては、こういったことが不調につながっ

ているんだというふうに感じておられるのかな、

どうなのかなとは思うんですけれども、どのよう

に思っておりますか。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 工事などにつきまして、県、

国から示されている単価及び歩掛、積算する方法

ですけれども、それが示されているものにつきま

しては、適正なものであるというふうに認識して

おります。 

  また、そういった単価、積算方法が示されてな

いものにつきましては、前年度の当初予算要求時

に各担当課において見積りを各業者から取得して

いるところではあるかと思いますけれども、その

際の見積りがあまり、半年、１年たった中で適正

なままであるかどうかというところは１つ問題な

のかなと思いますのと、あともう一件は、その際
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の見積りが例えば現行業者から取った場合は、安

価、安めに提出される可能性があるのかなと、そ

ういったところで複数からの予算要求時でも複数

の見積りがひょっとしたら必要ではないかという

ふうなところの考えもしております。 

  以上でございます。 

○中里副委員長 これ以上言っちゃうと、あと考え

るのが予算みたいになっちゃうので、取りあえず、

以上です。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 関連して聞きます。 

  不調になる中で、16件がこの応札者がいなかっ

たということ、今ございました。その応札なかっ

たものを土木、建築ちょっと分けて内容をちょっ

とお聞かせください。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 それでは、応札者がなかった

案件でございますけれども、土木と建築にまでは

手元に資料分かれておりません。土木と建築って。 

○中村委員 土木と建築とあとほかに業種でもあれ

ば何でもいいです。 

○山形委員長 16件の内訳でよろしいんですよね。 

○中村委員 そうです。 

○山形委員長 それがどういうふうな件数かという

ふうな項目だと思うんですが。 

  課長。 

○浅賀契約検査課長 16件の内訳でございますけれ

ども、建築工事につきましては、稲村小学校の学

童建築の１件となっております。それに建築関係

としまして、機械設備関係がエアコンの設置等で

２工事ほどございます。 

  それ以外につきましては、土木関係と下水道関

係の工事というふうな形になってございます。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、大型物件では建築の学

童保育１件ということでございますけれども、そ

れに対する親子関係で設備関係だと思いますが、

結構こうしますと数では土木工事、下水工事が多

いということでございまして、そういったものに

対して不調がありますと、これもう一回、再入札

をかけますと日にちを要するかと思います。 

  それによって、積算の見直しをしたのか、そし

て何もしないでもう一回、それを再入札をかけて

いるのかをちょっとお聞かせください。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 不調になった案件につきまし

ては、一度、担当課のほうに設計書が適正である

かどうかの確認を行っていただいております。 

  適正であると認められた場合につきましては、

指名のランクを広げまして、再度入札を行ってい

るようなところでございます。 

  以上です。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 その結果、再入札をして、そのような

形の中でそれぞれに入札が執行されているという

運びで考えると、こういうふうにして入札は終了

されていると、それで契約になっているという形

の中で進んでいるかどうかの確認させてください。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 １回目の入札の後、指名替え

をしまして、再度入札をして、２回目でも不調だ

ったものにつきましては、不落随契ということで

随意契約の相手方を探して随意契約をしていくと

いうようなところでございます。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 そうすることによりまして、かなりの

日数を要しているということでございますんで、

それが果たしてその執行状況の中で工期等々に対

して何ら問題なかったのかどうかをちょっと確認

します。 
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○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 工期につきましては、年度当

初、発注スケジュールを基に早めの発注を各課に

お願いしているところであります。 

  また、標準工期が確保できないような発注はし

ないようにということでお願いをしているところ

でありますので、工期については確保できている。 

  また、工期が確保できないようなものにつきま

しては、今では12月議会での繰越しの手続が可能

となっておりますので、繰越しを前提とした発注

ということもお願いをしているところであります。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 るる苦労されていることは十二分に分

かりました。 

  努力していただければと思っておりますが、

近の入札状況を見ますと、不調、新聞で発表にな

りますんで見ておりますと、不調が結構出ており

ますんで、そういった経験を生かして不調になっ

た場合に、業務の執行の状況が遅れることないよ

うに円滑にやっていただかなきゃいけないと思い

ますが、このように十何年も毎年出るという不調

を考えますと、やはり契約検査課としても何らか

の対策を立てていかなければいけないと思います

が、この件についてどう思われますか。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 不調になった経緯といいます

か、応札者がいなかったものにつきましてヒアリ

ング等を行うと、金額面だけではなくて工期が難

しいですとか、資材の納入が難しいといったとこ

ろもございますので、事前に市場調査であるとか、

適正な契約工期の設定に努めてまいりたいといい

ますか、そういったお願いをしていきたいという

ふうに思っております。 

○山形委員長 ほかに関連する質疑の委員の方いら

っしゃいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

する委員の方、いらっしゃいますか。 

  中村委員。 

○中村委員 次に、72ページなんですが、設計審査、

工事検査状況の中で、工事検査実績の中で中間検

査、これ29件行っておりますね。２年度は。この

中間検査をやるための条件は何なんでしょう。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 中間検査につきましては、当

初請負額、契約額が3,000万円を超え、かつ工期

が150日以上のものについて行うとしております。 

  また、前年度64点、工事の成績、評定でござい

ますけれども、64点以下となったものと低入札価

格で契約したものにつきましては、低入札価格で

契約した案件から２か年間は中間検査を行うとい

うふうな形にしてございます。 

  以上です。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 その中で、3,000万円以上とか、150日

以上の工期という方は、これは必要条件の中で入

っているから当たり前だと思いますが、この点数

の低い人とか低価格、低入で落札された方は必ず

この中間検査を受けるということは契約上決まっ

ているわけでございますか。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 低入価格及び点数が低かった

ものということでございますけれども、まず点数

が低かったものにつきましては、中間検査を行っ

て工事の中間期における安全管理ですとか、書類

の作成ですとか、そういったものをきちんと確認

することによって 終的な点数アップを狙うとい

ったものでございます。 

  また、低入札価格での契約のものにつきまして

は、その低入札価格で契約をしたものにつきまし



－75－ 

ては、きちんと安全対策等を行うとしましても、

その先、次の工事、その次の次の工事で手抜きじ

ゃないですけれども、安全面でおろそかになった

りとか、計画面で無理があるというふうなことが

起きる可能性も想定されますので、そういったと

ころできちんと適正な工事、安全が確保されるよ

うな工事を施工していただくために中間検査を行

っているふうな形にしてございます。 

○中村委員 了解しました。 

○山形委員長 ほかに関連する質疑の委員の方、い

らっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

する委員の方、いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  契約検査課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時３１分 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎課税課・収税課の審査 

○山形委員長 これまでは１つの所管ごとに審査し

てまいりましたが、課税課と収税課につきまして

は、決算認定案件の審査をする上で関連がありま

すので、２課同時に審査することといたします。 

  それでは、ただいまから課税課・収税課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

◎議案第７７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第77号 那須塩原市

税条例等の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○秋元課税課長 （議案第77号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 
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  中里副委員長。 

○中里副委員長 ＰＣＲ検査のほう、税収で賄える

ということを伺いました。実際、その税収額はど

のぐらいを見込んでいるのかお伺いいたします。 

○山形委員長 課税課長。 

○秋元課税課長 この後、改めてまた補正予算の御

提案の際に詳しく御説明を申し上げたいと思いま

すが、現在のところ、９月入湯分までの税収で、

引上げ分のみで1,100万円ほどの税収を見込んで

いるところでございます。 

○中里副委員長 了解しました。 

○山形委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第77号 那須塩原市税条例等の一部改正に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第77号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課税課長。 

○秋元課税課長 （議案第67号について説明。） 

○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 （議案第67号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 ６ページの収税徴収費、使用料、

インターネット公費システム100万円なんですけ

れども、これは年度末までという認識でよろしい

んですか。 

○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 そのとおりでございます。 

○中里副委員長 了解しました。 

○山形委員長 同じ事業について関連する質疑のあ

る委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

する委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入
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ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課税課長。 

○秋元課税課長 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 説明ありがとうございます。 

  105ページから106ページの市税徴収費関係につ

いてちょっとお伺いいたします。 

  市の方では、いろいろ、口座振替のほかにコン

ビニ収納サービスであったり、クレジット収納サ

ービス、いろいろなものを活用しながら、徴収率

アップに努めているところなんですけれども、や

はり、こういったところの経費も結構な額がかか

っていると思うんですけれども、実際にこういっ

たものを活用していて、徴収率アップにはつなが

っているのか。その辺の効果であったり成果とい

うのは、どのように感じているのかお伺いいたし

ます。 

○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 収納率の向上につきまして、やは

り納付環境の整備というところは非常に大切だと

思っておりまして、これまで、窓口に来たりとか

という形の納付でしかなかったところが、こうい

ったクレジットであったりとか、スマホの納付を

整備することで、24時間どこでもいつでも納める

ことができるというところは、非常に収納率の向

上には貢献しているのかなというふうには考えて

おります。 

  以上です。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○山形委員長 関連して同じ場所で質疑する委員の

方いらっしゃいますか。 
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〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

する委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。討議すべき点、あるいは委員

からの意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

 

○山形委員長 次に、認定第２号 令和２年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課税課長。 

○秋元課税課長 （認定第２号について説明。） 

○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 （認定第２号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星委員。 

○星委員 先ほどの372ページの１款２項１目のも

う一度ちょっと説明お願いしたいんですけれども、

自動電話の催告の件なんですが、すみません。 

○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 こちらにつきましては、自動電話

催告、令和元年度まで実施しておりましたが、こ

ちらが、県のほうの補助というか、それが廃止さ

れまして、あと、業者の撤退というところがあり

まして、一番大きな要因というのは業者の撤退と

いうところがあるのですけれども、この辺があり

まして、新たに業者もあったんですが、かなり高

額な業者でございまして、なかなか委託するのも、

費用対効果の面からもなかなか難しいのかなとい

うところで、廃止したような経過でございます。 

  以上です。 

○山形委員長 星委員。 

○星委員 では、たしか総務だったときに、このシ

ステムが入ったことによって収税率がアップした

という説明を前に聞いたことがあったので、今、

ちょっと気になってお聞きしたところなんですが、

なくなったということで、また新たな収税方法と

しては、その当時に比べると、多分、電子決済が、

要はできるようになったというところは結構フォ

ローができるのかなという部分では、どのように

感じていらっしゃるのか。 
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○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 どちらかといいますと、この自動

電話催告もいい部分もあるんですが、なかなか電

話番号を自動で登録してかけるというところで、

かけ間違えであったりとか、あと、滞納者の方が

だんだん慣れてきてしまって、着信を拒否された

りとか、なかなか費用面との、収納率のアップの

中でいくと、ちょっと費用対効果がないのかなと

いうところでは判断したところでございます。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかに、同じ事業について関連する

質疑の委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、そのほかの事業について

質疑する委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。討議すべき点、あるいは委員

からの意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第２号 令和２年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第２号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

 

○山形委員長 次に、認定第３号 令和２年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課税課長。 

○秋元課税課長 （認定第３号について説明。） 

○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 （認定第３号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第３号 令和２年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については、原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第３号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の説明、質疑、討論、

採決 

 

○山形委員長 次に、認定第４号 令和２年度那須

塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課税課長。 

○秋元課税課長 （認定第４号について説明。） 

○山形委員長 収税課長。 

○福田収税課長 （認定第４号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第４号 令和２年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定については原案のとおり

認定すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第４号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  課税課、収税課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時１２分 

 

再開 午後 ３時３３分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎会計課の審査 

○山形委員長 これより会計課の審査に入ります。 

  初めに、織田会計管理者から御挨拶お願いしま

す。 

  会計管理者。 

○織田会計管理者 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  会計課については、総務企画常任委員会及び予

算常任委員会に対する付託案件がありませんので、

決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 それでは、認定第１号 令和２年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  会計管理者。 

○織田会計管理者 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 69ページの１項５目のところな

んですけれども、すみません、その前の68からに

載っていますけれども、前年度と比較すると100

万円ほど支出が上がっているということですよね。 

  それで、先ほど説明いただいた69ページのとこ

ろだと、新規だとおっしゃっていたと思うんです

けれども、386万8,000円何がしが新規で増えてい

て、それから振込依頼人名の細分化、これは74万

6,000円何がしで、すみません、その上の段の75

万円がこの新規で、合わせると340万円ぐらいに

なると思うんですけれども、そうすると100万円

というのが増えているんだけれども、100万円し

か出ていないということの違いを説明いただけま

すか。 

○山形委員長 会計管理者。 

○織田会計管理者 こちらにつきましては、説明の

中で、今回計上されておりませんので、説明には

至らなかったんですが、実は今、鈴木委員がおっ

しゃったように、新規分としましては約350万円

程度増ということになるんですが、もともと会計

課事務推進費という中に、要は会計年度任用職員

分、こちらの賃金が令和元年度に計上されており

ます。令和２年度につきましては、総務課所管の

予算ということになりましたので、こちらについ

て232万4,332円、これは令和元年度の決算額です

が、約240万円ほど減となるということで差引き

109万9,393円程度になってくるというものになり

ます。 

○山形委員長 ほかに関連する質疑の委員の方いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの事業について質疑

をする委員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 
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  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  会計課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時４４分 

 

再開 午後 ３時４７分 

 

○山形委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議会事務局の審査 

○山形委員長 ただいまから議会事務局の審査に入

ります。 

  初めに、増田局長から御挨拶をお願いします。 

  事務局長。 

○増田事務局長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  議会事務局については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡邉議事課長 （議案第67号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本はるひ委員。 

○山本委員 今のところなんですけれども、１つは、

議長室用バックボードって、そういうもののイメ

ージでよろしいんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○渡邉議事課長 イメージはそうです。ああいった

形のものになります。ただ、あれちょっと布でで

きているものかと思うんですが、あとその辺は、

元にあったこれの前にあった木といいますか、あ

っちのイメージで考えているところでございます。 

○山形委員長 山本はるひ委員。 

○山本委員 この15万3,000円の中には、デザイン

料とか、そういうものがみんな入っていて、どな

たかにそれを頼むんですか。 

○山形委員長 課長。 

○渡邉議事課長 見積りとしましては、そうですね。

ごめんなさい、先ほどこの話でちょっと訂正させ

てもらいまして、ベースはアルミでちょっと考え

ているということで。 

  そうすると、デザイン費等も入った中での今回

の金額というふうになってございます。 
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○山形委員長 ほかに同じ事業について、関連する

質疑の委員の方いらっしゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 今、説明なかったですね、ちょ

っともし説明あったらごめんなさい。職員給与費

が減額になっているのは、これ補正でどういう。 

○山形委員長 課長。 

○渡邉議事課長 職員給与費のほうは、総務のほう

にはなってくるかと思いますが、人事異動に伴う

件ということになっていたと思います。 

○鈴木（伸）委員 調整案ね。 

○渡邉課長 はい。 

○鈴木（伸）委員 了解です。 

○山形委員長 ほかに質疑のある方。 

  山本はるひ委員。 

○山本委員 先ほどのところの下のところなんです

が、委員会分のインターネット配信システムを12

月と３月分ということは、つまりコロナの影響が

ここまであって、委員会を議場で開くということ

を決めているということですか。 

○山形委員長 課長。 

○渡邉議事課長 昨年度も何度か議場でやっていた

思いますが、正式には決まっていない中で、コロ

ナ対策ということでやって、中継していたという

ところかと思うんですが、本年度に入りまして、

議運の中でですか、正式に委員会中継を今後して

いくというようなことが決定になりましたので、

それに伴いまして、今後の分について改めて補正

に加えさせてもらったというところです。 

○山形委員長 山本はるひ委員。 

○山本委員 多分、収まらないのだろうと思うんで

すが、万が一コロナが収まって、普通どおりにこ

ういうところでやらなくてもいいという状態にな

ったときにでも、この議場でやるということはや

っていこうと思っていらっしゃるんですか。 

○山形委員長 課長。 

○渡邉議事課長 そちらは、今回のところでは、議

運の中でコロナということではなく、中継を今後

していくというようなことで決まったというふう

に聞いております。 

○山形委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はあ

りますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡邉議事課長 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。大丈夫でしょうか。な

いですね。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  議会事務局の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時０１分 

 

再開 午後 ４時１０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○山形委員長 本日の議事日程は全て終了いたしま

した。 

  本日はこれをもって委員会を散会いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時１０分 
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総務企画常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第一分科会） 

 

令和３年９月１５日（水曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 山 形 紀 弘  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 鈴 木 秀 信  委 員 星   宏 子  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 中 村 芳 隆  委 員 山 本 はるひ  

委 員 玉 野   宏    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

副 市 長 渡  邉  和  明   政 策 審 議 監 廣  島     敬   

西 那 須 野 
支 所 長 

久 留 生  利  美   
総務税務課長
兼 総 務 係 長 

佐  藤  和  穂   

総 務 税 務 課 
主 幹 

大  森  美  香   税 務 係 長 大  島  正  之   

市民福祉課長 齋  藤  芳  子   
市民福祉課長 
補 佐 兼 
生活環境係長 

岡     孝  子   

福 祉 係 長 稲  垣  哲  子   国民年金係長 三  山  真 奈 美   

市民戸籍係長 髙  久  初  美   
産業観光建設 
課 長 

小  平  裕  二   

産業観光建設
課 長 補 佐 兼 
農 林 係 長 

武  藤  泰  治   商工観光係長 松  本  英  治  

建 設 係 長 大  武  宗  一   塩 原 支 所 長 八 木 沢  信  憲   

総務福祉課長 臼  井  孝  行   
総 務 福 祉 
課 長 補 佐 兼 
総務税務係長 

渡  邉  静  雄   

箒根出張所長 織  田     康   
産業観光建設 
課 長 

鈴  木  幸  治   

産業観光建設
課 長 補 佐 兼 
建 設 係 長 

宇  山  雅  人   農 林 係 長 生  井  龍  介   

観光商工係長 増  山  博  久     



－86－ 

 

出席議会事務局職員 

書 記 飯 泉 祐 司    

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔政策推進局〕 

    ・局長挨拶 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔塩原支所〕 

    ・塩原支所長挨拶 

   〔総務福祉課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第６７号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔産業観光建設課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第６７号 令和３年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    ・議案第７１号 令和３年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第５号 令和２年度那須塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔西那須野支所〕 

    ・西那須野支所長挨拶 

   〔総務税務課〕 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔市民福祉課〕 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔産業観光建設課〕 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 
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    ・認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○山形委員長 皆さん、おはようございます。 

  聞こえますか、聞こえる方は一応、手振ってい

ただけますか。大丈夫ですか。 

  ありがとうございます。 

  今日はＺｏｏｍの委員会ということで、大変だ

と思いますが、昨日の注意点を守っていただき、

ぜひスムーズな進行を御協力お願い申し上げます。 

  それでは、散会前に引き続き総務企画常任委員

会を再開します。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎戦略推進局の審査 

○山形委員長 これより戦略推進局の審査に入りま

す。 

  初めに、渡邉副市長から御挨拶をお願いします。 

  副市長。 

○渡邉副市長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  戦略推進局については、総務企画常任委員会及

び予算常任委員会に対する付託案件がありません

ので、予算審査特別委員会（第一分科会）に切り

替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 それでは、認定第１号 令和２年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

○廣島政策審議監 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 説明ありがとうございました。 

  当初の予算に比べて結局、ウェブ会議、ウェブ

研修等になったためにということで、半分ぐらい

の決算になったというような御説明でございます

が、旅費等が計上されているんですが、そうしま

すと、これは講師さんの旅費とかそういったもの

なんでしょうか。 

○廣島政策審議監 御回答申し上げます。 

  講師の謝礼に関しては、１の報償金のほうの17

万5,000円でございます。 

  ２の普通旅費に関しては、緊急事態宣言がある

前には、何回か東京には出張をしております。こ

こに関しては、ワーケーションの視察もあります

し、前半のブリヂストン跡地のいろいろ調整等も

ございましたので、そこに関して東京の出張も幾

つかございます。これが出張費として29万4,900

円でございます。 

○山形委員長 分かりました。 

  ほかに質疑のある委員の方、いらっしゃいます

か。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  すみません、申し訳ございません。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 私のほうから１点だけ。 

  報償金の部分なんですけれども、講演会、それ

から勉強会、これは何回開催されたのかお伺いい

たします。 

○山形委員長 戦略推進監。 

○廣島政策審議監 お答えします。 

  計２回開催しております。１つは、テレワーク



－89－ 

の勉強会ということで、軽井沢のテレワークの副

協会長を招いて、いろいろ勉強会をやっていると

いうのが１つ目。２つ目は、まちづくりというこ

とで、まちづくりの開発のディスカッションとい

うことで、講師を招いて行っている、この２回実

施をしております。この２回とも市長、副市長、

お二人ともやっていますし、関連部局を交えて長

時間ディスカッションをさせていただきました。 

  以上でございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 了解しました。 

  17万5,000円の内訳を教えていただいてよろし

いですか。 

○廣島政策審議監 17万5,000円に関しましては、

謝礼が、１回目が６万円です。２回目が11万

5,000円です。これは複数名講師が来ていますし、

宿泊費も伴っておりますので、こういった形にな

っております。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 49万7,000円ということなんで

すけれども、１年間やった成果というか、そうい

ったことをざっくりと報告いただけますかね。 

○廣島政策審議監 よろしいですか。 

○山形委員長 はい…… 

○廣島政策審議監 これ監査のときにも聞かれまし

たけれども、皆さんいろいろ誤解があって、我々

戦略推進局というのは、各部局が担当している部

局のプロジェクトもしくは事業を推進していくと

いうことでございます。昨年度と今仕掛かりの中

のもの、併せて御説明したほうがいいと思うので、

御説明させていただきます。 

  昨年度に関しては、大きく言って３つやってお

ります。１つは、まず環境グリーンプロジェクト

の推進ということですね。これは今亀井副市長が

戦略推進局員でございましたので、気候変動局、

推進局と連動しまして、環境部員のプロジェクト

の推進をやったというのが１つでございます。で、

もう手離れをして、亀井副市長が副市長に昇進さ

れたということで、今に至っております。 

  ２番目は、コロナの対策基準。要は、北那須モ

デルですね。北那須モデルも戦略推進局が中心と

なって、保健福祉部とともにモデルの策定を行い

ました。ただ、今現在、御存じのとおり、緊急事

態宣言等発生していますんで、北那須モデルとい

うよりは、国全体の緊急事態宣言のモデル、もし

くは県のモデルというのに沿った形で、今対応を

取っているというのが現状でございます。 

  ３つ目は、コロナ禍における観光の在り方とい

うことで、商工観光課とともに市長の大きな３つ

の方針ですね、だから、市民と事業者、そして観

光業者、観光客に対する合意形成ということで、

ＰＣＲに対する取組ですとか、今議論されている

入湯税の割当てとか、いろんなことのモデルの作

成というものを推進させていただきました。 

  大きく言ってこの３つが昨年度の実績というか、

結果でございます。じゃ、今引き続き、去年から

今年にかけて何をやっているのかということで、

今、大きく４つやっております。 

  １つ目は、ベトナム、カントー市の協定締結に

向けた人材交流支援ということで、なかなかこれ

も、ベトナムのほうが今第３波でかなり大打撃を

受けておりますけれども、この外国の外征の交渉

事というのは、つないでいかなければいけないで

すので、１か月に１回ウェブ会議をやって、今後

の取組に関しては模索している 中でございます。 

  ２つ目は、前回、全協でお示しした分散型地域

づくりの企画推進です。これは企画政策課とやり

取りをしております。 
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  ３つ目でございますが、那須塩原市の駅前のま

ちづくりのビジョンがロードマップの策定推進と

いうことで、これは周辺整備室が所管でございま

すが、そこに関する推進をやっております。 

  あと 後に、今日、下野にも載っていましたけ

れども、ふるさと納税の寄附金アップのための仕

組み策定とそこの推進、これが一番今大きく力を

入れているところでございますが、市長の公約と

いうか、目標であります10億円をできれば３年以

内に突破しようということで、寄附金アップの仕

組みの改革というものをやっております。 

  以上でございます。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 新しい４つ、話を伺って、市長

が政策を立てる上で、市長の命に従ってやってい

るのかなという感じがしました。 

  それで、昨年度のその２つ目のところの北那須

モデルというところは、今、前回、どのような取

組をして、今とどういうつながりがあるのか御説

明いただけますかね。 

○廣島政策審議監 先ほどは御説明したつもりでご

ざいますが、再度御説明をさせていただきます。 

  北那須モデルに関しては、隣町の那須町、あと

大田原という形で、どういった基準で対策を立て

ていくのかというということを、３市町特有で基

準を定めたことでございます。これはもう議員の

方々に昨年度から何回もお示ししているので、改

めて御説明は省略させていただきます。 

  今回に関しましては、那須の北那須モデルとい

うよりは、国としての方針がかっちりしましたし、

県の方針がかっちりしましたので、そちらのほう

を実質的には我々は指標として、コロナの対策を

しているということでございます。はっきり言っ

て、北那須モデルは形骸化しているというのが事

実でございます。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

  ハンドサインお願いします。 

〔発言する人なし〕  

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  戦略推進局の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１５分 

 

再開 午前１０時２７分 
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○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎塩原支所の審査 

○山形委員長 これより塩原支所の審査に入ります。 

  初めに、八木沢支所長から御挨拶お願いします。 

  支所長。 

○八木沢塩原支所長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務福祉課の審査 

○山形委員長 ただいまから総務福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  総務福祉課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、裁決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  なお、執行部の皆さん、Ｚｏｏｍでやっており

ますので、簡潔に、また、ゆっくりしゃべってい

ただいて、挙手をする場合は手を上げて、指して

から説明のほうをお願いします。 

  それでは、執行部から議案の説明を簡潔にお願

いします。 

  執行部。 

○臼井総務福祉課長 （議案第67号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 移転に関して地域からの要望というこ

との説明でございましたが、要望の内容はどうい

う内容だったんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○臼井総務福祉課長 要望、消防分団を通しまして、

毎年、地域からの要望を受け付けております。こ

れは前年度にですね。通常ですと、前年度に要望

を受けまして、それを受けて次の年に設計、委託

の予算を決めまして、設計委託のほうをしまして、

その次の年に工事というような流れでやらせてい

ただいております。要望的には、やはり防火水槽

が少ない、また消火栓が少ないというような地域

からの要望を受けているということになります。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 

  中村委員。 

○中村委員 説明の中で、この防火槽、何立米の防

火槽を新築、構築する予定なんですか。 

○山形委員長 課長。 

○臼井総務福祉課長 容量は、40立米となります。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 普通、40立米と申しますと、600万も

700万もかかって今まで施工されていたと思うん

ですが、この工事費が215万5,000円というのは非

常に安価ではないかと思うんですが、どのような

方法でこれを施工されるのかをちょっとお聞きし

ます。 

○山形委員長 課長。 

○臼井総務福祉課長 これは先ほど説明いたしまし
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たように、補正ですので追加分ということになり

ます。当初予算には670万円ほど取っておりまし

て、そこに工事費でいうと215万5,000円というこ

とになりますんで、トータルだと888万5,500円と

いう数字になります。 

○中村委員 了解しました。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 

  なければ、質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

裁決 

○山形委員長 それでは、ここで予算常任委員会第

一分科会を決算審査特別委員会（第一分科会）に

切り替えます。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○臼井総務福祉課長 （認定第１号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 後に説明いただいたページで

いうと、282ページで、防火水槽整備事業という

のがありましたけれども、この用地というのは正

確に、細かくは説明受けていないんですけれども、

個人の土地でよろしいですか、まず。 

○山形委員長 課長。 

○臼井総務福祉課長 消防団を通して要望を受けま

す。それはその地区によって違いますでしょうが、

ほとんどの場合、民地というふうになります。提

供いただける土地と、個人の土地ということにな

ります。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 この土地は使用貸借、お金を払

っているのか、払わないで無料でお借りをしてい

るのかをお聞きしたいと思います。 

○山形委員長 課長。 

○臼井総務福祉課長 こちらのほうは、もちろん無

償で今市のほうから賃借料、そういったものは払

わないでというような内容で契約といいますか、

そういう話でやっております。 
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○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 無償でということなのですけれ

ども、地主さんが一たび設置した後に移してくれ

というと、こういう金額かかってしまうんですけ

れども、これは過去の決算ですけれども、じゃ無

償でということで、何か借りるときに条件みたい

なものはあったんでしょうか、契約ですよね。契

約か何か。 

○山形委員長 課長。 

○臼井総務福祉課長 もちろん借りるときには、契

約書は交わしてはおります。今までの防火水槽か

なりありますが、それを移設してくれというよう

なところは聞いてはございません。 

  以上です。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 じゃ、今回は珍しい事案だとい

うことで理解してよろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○臼井総務福祉課長 珍しいといいますか、いろん

なことがありまして、本来ですと今までの経過か

らしても、前年度にもうここだと決まればそこに

なるんですけれども、いろいろな要件がありまし

て、地権者の強い要望というのもありまして、移

設ということになってしまいまして、そこにいろ

んな支障物件があって工事費もかさんだというよ

うな状況になります。 

○山形委員長 それでは、関連して質疑する委員の

方いらっしゃいますか。 

  なければ、その他の事業について質疑のある委

員の方いらっしゃいますか。 

  それでは、質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討

論を終結し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  総務福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

休憩 午前１１時０６分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光建設課の審査 

○山形委員長 それでは、ただいまから産業観光建

設課の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 
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  産業観光建設課については、総務企画常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第一分科会）に切り替え、審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第67号 令和３年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  なお、執行部の皆さん、Ｚｏｏｍでやられてい

ますので、ゆっくりしゃべっていただいて、挙手

の上、私が指名しますので、その後しっかりと説

明していただけるようよろしくお願いします。 

  それでは、議案の説明を簡潔にお願いします。 

  鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （議案第67号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第67号 令和３年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第67号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 次に、議案第71号 令和３年度那須

塩原市温泉事業特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （議案第71号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  星委員。 

○星委員 上・中塩原温泉管理のこの施設なんです

が、たしか工事をやっていたかと思うんですけれ

ども、こちらのほうはもう終わって、今後はこれ

以上の工事はなく、もう管理だけで済むというこ

とでよかったでしょうか。 

○山形委員長 鈴木課長。 
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○鈴木産業観光建設課長 現在、昨年度から継続で

工事を行っている二酸化炭素排出量削減の事業に

ついての御質問かと思われますが、上・中塩原温

泉管理事業の中で、その工事につきましては、令

和３年度も引き続き実施をしております。 

  以上です。 

○山形委員長 星委員。 

○星委員 この工事期間はもう決まっているんです

か。やっぱりずっと継続して続けていくものにな

っていくんですか。 

○山形委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 本事業につきましては、

令和２年３月19日の全員協議会の中でも御説明し

た内容でございますが、計画期間といたしまして、

令和２年度から令和５年度までの４年間の事業計

画になっております。工事自体は、令和２年、令

和３年度の工事につきましては、一旦令和３年度

で終了いたしますが、その後、また別の箇所の工

事、ＣＯ２削減のための工事を見込んでおります

ので、令和５年度まで引き続き事業を行いたいと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○山形委員長 星委員、大丈夫ですか。 

○星委員 はい。 

○山形委員長 ほかに関連する事業について質疑の

ある委員の方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 繰入金の減額についてなんですが、当

初予算額とこの300万を減額するその理由を再度

説明お願いします。 

○山形委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 基金繰入金の下側の繰越

金、令和２年度決算により令和２年度の歳入から

歳出を引いた残りの金額を令和３年度に繰り越す

ものでございますが、この金額から、次のページ

の24ページの歳出、職員給与費及び市営温泉事業

施設維持管理費のポンプ購入の金額を引いた金額

が基金繰入金の額になりまして、温泉特別会計か

ら温泉の基金のほうに繰り入れるものでございま

す。 

  以上です。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 要は前年度の繰越金が430万あってと

いうことで、歳出に160万、その差額がというこ

となんですが、要するに繰越金を本来は繰入金に

430万を全部入れるはずだったものが、歳出が生

じるので、でも、300万減額するというのはどう

いうことなんでしょうか。もう一度説明お願いし

ます。 

○山形委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 説明がちょっと分かりづ

らかったと思います。 

  当初予定しておりました繰入金の額から先ほど

申し上げたような繰越金434万3,000円から９月補

正で支出する職員給与費、市営温泉事業のポンプ

の購入費を差し引いた金額を結果302万8,000円を

繰入金から減額するものでございます。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかに関連する質疑の委員の方いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び
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質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第71号 令和３年度那須塩原市温泉事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 認定第１号 令和２年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  鈴木課長。 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの補正予算について、その他は

ないんですか。 

○山形委員長 相馬委員、その他は一番 後に設け

てありますのでよろしくお願いします。そちらの

ほうで。 

  それでは、説明よろしくお願いします。 

○鈴木産業観光建設課長 （認定第１号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、242ページ、塩原温泉華の

湯管理事業費のその他損失補塡金についてです

が、この間議案質疑の際に、３年分の売上げを

計算して、その平均で補塡するということだっ

たんですが、ここの施設の利用者数は１万8,114

人になっていますが、どのぐらい来場者数は減

ったものなんでしょうか。 

○山形委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 令和元年度の延べ利用人

数は３万1,180人となりまして、令和２年度につ

きましては約１万3,000人の減となっております。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、そうした人数の減が単純

に３年間の平均を出すと800万だったという理解

でよろしいんでしょうか。 

○山形委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 指定管理料の計算につき

ましては、利用者数の増減に影響はされるものの、

実際に委託料の金額の平均ということで算出して

おりますので、直接利用人数に結びつくものでは

ございません。 

  説明は以上であります。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、令和元年度との比較で



－97－ 

1,098万9,000円ほど減額になっている、再度その

少なくなっている理由の説明をもう一度お願いし

ます。 

○山形委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 確認でございますが、塩

原温泉華の湯の管理運営費の中で、昨年度との差

額が…… 

○相馬委員 令和元年度が3,800万で、令和２年度

が2,700万で、その差額が約1,098万9,000円とで

ているんですが。 

○山形委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業観光建設課長 全体の比較で1,098万

9,650円の減というところでございますが、これ

につきましては、当然ながら委託料の減、それか

ら、大きなところで言いますと、委託料の減と新

型コロナウイルス感染拡大に伴う損失補塡の純増

ということになるというところでございます。 

  以上です。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、仮にの話をすると、例え

ばこの損失補塡がなかった場合には、さらにここ

から800万減るということになりますと、前年度

比較すると約1,900万円の管理運営費で済むとい

うことになるということでいいんでしょうか。計

上的には。いかがでしょうか。 

○山形委員長 八木沢支所長。 

○八木沢塩原支所長 補足で、私のほうから説明申

し上げます。 

  華の湯だけじゃなくてほかの３にも該当するん

ですけれども、基本的に利用料金制度にした段階

でまず委託料が下がります。順調にコロナウイル

ス感染がなければ、この242ページの801万4,000

円という補償がなくなりますので、この分は浮く

という解釈、ただ、それ以外の消耗品は増額した

り、いろいろ調整していますので、本来であれば

指定管理者が受けるべきものが、休館を市のほう

で指示している分の補塡になりますので、なけれ

ば基本的にはその分も浮いてくるという、大きな

考え方としてはそんなイメージです。 

  以上です。 

○相馬委員 すみません、了解しました。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  ほかに関連する質疑のある委員の方いらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある委員の

方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  委員会の途中ですが、ここで10分間の休憩をい

たします。 

  なお、ちょうど12時に、また委員会を

再開しますので、よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後 零時００分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  ここで、支所長から発言があります。 

  支所長。 

○八木沢塩原支所長 すみません。 

  それでは、先ほど相馬委員からの質問で、再度

ちょっと補足させていただきます。 

  華の湯の補償金が800万で、比較すると1,800と

いうことの話の部分です。 

  実際には、委託料そのものも減額しております。

中身というのは、休館によりまして、その分、稼

働しなかった分の職員費、それから、光熱水費等、

休館しない場合係る費用を休館の分を差し引いて

いますので、華の湯におきましては約400万ござ

います。これは、年度協定の中で、稼働しなかっ

た分を引くよということで了解をもらって引いて

います。その分、売上金が当初予定していたもの

が減額になりますので、その利用料金は施設運営

者が歳入に入れることになりますので、全体運営

するのにその分を保証しないと運営できないとい

うことなので、整理しますと、職員費とか光熱費

とか休んだ分は契約から引きますと、その代わり、

利用料金制度で保証している売上金は補塡します

という差っ引きになっていますので、そういう計

算になりますので、単純に1,800万にはなりませ

ん。 

  以上でございます。 

○山形委員長 相馬委員、よろしいですか。 

○相馬委員 すみません。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 それでは、次に、認定第５号 令和

２年度那須塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （認定第５号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが…… 

  すみません。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ちょっと待ってください。今ちょっと

ページ探しています。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 421ページの上・中塩原温泉使用料の

滞納繰越分についてなんですが、これ令和２年度

の決算なのであれなんですが、令和２年12月に債

権管理条例というものが制定されていると思うん

ですが、この調定額1,175万については、その条

例の第11条、第12条に関わるものについては、細
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かく金額の分類とかはできているものなんでしょ

うか。 

  条例の施行は４月１日ということになりますの

で、もしかしたらできていないのかもしれません

が、その調定額については分類はできているのか

どうか伺いたいと思いますが、いかがでしょう。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 上・中塩原温泉使用料滞

納繰越分につきましては、台帳整理しておりまし

て、それぞれ債権者ごとに滞納額を整理いたしま

して、一覧表として管理いたしております。 

  以上です。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その台帳では、いわゆる債権管理条例

の11条、12条のそれぞれの項に関わるところまで

分類できているのかどうか伺いたいと思いますけ

れども、いかがでしょう。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 暫時休憩お願いしたいん

ですが。 

○山形委員長 ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時１２分 

 

○相馬委員 委員長、よろしいですか。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 よろしいですか。 

○山形委員長 はい。 

○相馬委員 すみません。所長、分類ができている

かどうかで、金額までは結構ですので。 

  できていないようであれば、できていないで結

構です。できているようであれば、その資料を後

でいただければありがたいという、それだけです。 

  すみません。 

○山形委員長 支所長。 

  大丈夫ですか。分類ができているか、できてい

ないかというふうなところで相馬委員からお話が

あったんですが。 

  できていれば、その資料を後ほどというふうな

形でもよろしいということですね、相馬委員。 

○     調定額等の    の整理しかできて

いないので         ちょっと。 

○     委員長。個別の…… 

○山形委員長 支所長、もう答えられますか。ちょ

っとお待ちください。すみません。 

 

再開 午後 零時１５分 

 

○山形委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  支所長。 

○八木沢塩原支所長 債務者ごとの個別の月とかそ

ういったものは整理していますが、11条、12条ま

での分類までに至っておりませんので、それに基

づいた整理を今後行いたいと考えております。よ

ろしくお願いします。 

○山形委員長 よろしいですか。 

  関連する質疑のある委員の方いらっしゃいます

か。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、そのほかに質疑のある委

員の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ
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んか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第５号 令和２年度那須塩原市温泉事業特

別会計歳入歳出決算認定については原案のとおり

認定すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第５号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  産業観光建設課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時１６分 

 

再開 午後 零時２７分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎西那須野支所の審査 

○山形委員長 これより西那須野支所の審査に入り

ます。 

  初めに、久留生支所長から御挨拶をお願いいた

します。 

○久留生西那須野支所長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務税務課の審査 

○山形委員長 ただいまから総務税務課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  総務税務課については、総務企画常任委員会及

び予算常任委員会に対する付託案件がありません

ので、決算審査特別委員会（第一分科会）に切り

替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 それでは、認定第１号 令和２年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  また、なお、Ｚｏｏｍ会議ということで、説明

のほうはゆっくりと、そして簡潔にお願いします。

そして、手を挙げて挙手で指されてから説明、も

しくは答弁のほうしっかりとお願いします。 

  それでは、議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○佐藤総務税務課長兼総務係長 （認定第１号につ

いて説明） 

○山形委員長 それでは、説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 
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  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  総務税務課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時５０分 

 

再開 午後 零時５２分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民福祉課の審査 

○山形委員長 ただいまから市民福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  市民福祉課については、総務企画常任委員会及

び予算常任委員会に対する付託案件がありません

ので、決算審査特別委員会（第一分科会）に切り

替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 それでは、認定第１号 令和２年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○齋藤市民福祉課長 （認定第１号について説明） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  市民福祉課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時５８分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光建設課の審査 

○山形委員長 ただいまから産業観光建設課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  産業観光建設課については、総務企画常任委員

会及び予算常任委員会に対する付託案件がありま

せんので、決算審査特別委員会（第一分科会）に

切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○山形委員長 それでは、認定第１号 令和２年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○小平産業観光建設課長 （認定第１号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和２年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す
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べきものとすることに異議ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  産業観光建設課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時０５分 

 

再開 午後 １時０６分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山形委員長 それでは、次第３、その他に入りま

す。 

  委員の皆様から何かございますか。 

  じゃ、私から一つ、以前にもお話しさせていた

だいたんですが、テーマに沿って議会報告会を11

月に行う予定でございます。この間うちのテーマ

として指定管理者とまちづくりについて、那須塩

原駅周辺でございますが、その２つ、どちらかと

いうと指定管理の方々との意見交換会はなかなか

ちょっと団体が見つからないということで、もし

まちづくりのことに関して意見交換会をできれば

ということで、皆さんの委員の中で何か案があっ

て、こういう団体とちょっと意見交換会をしたい

というふうな案をこの場でちょっともしあれば言

っていただきたいというふうなことが、一応皆さ

んに投げたところでございますが、皆さんのほう

で何か団体でこのようなところと意見交換会した

いというふうな案がありますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 前回の委員会のときにもお話ししたと

思うんですが、宇都宮共和大学の学生さん、これ

については、企画部で行っていましたまちづくり

ビジョンの有識者会議の座長を務めていただきま

した、山島教授が座長を務めていただいたと思う

んですが、そちらの学生さんともし意見交換会等

ができればなというふうに思っております。 

  これにつきましては、前回といいますか、昨年

度宇都宮大学の学生さんと広聴広報でやった経緯

があるんですが、宇都宮大学の学生さんはもとも

と工学部関係の学生さんだったところだと思いま

す。 

  今回は、宇都宮共和大学は、都市経済学部とい

うところの中にそういった地域活性化なんかを行

っている学部、それから研究会等がございまして、

現在山島先生のゼミとしては、那須烏山市と道の

駅の管理運営とかというところで意見交換会等も

やっていると。そういう地域のまちづくりに関す

る様々な勉強をされている学部、それから研究会

等もございまして、そういったところともし意見

交換会ができるんであれば、私のほうで宇都宮共

和大学のほうの事務のほうとお話は一定程度でき

ておりまして、皆さんの御了解がいただければ、

この後山島教授及び須賀学長先生と、お話が決ま

れば打合せができるというような段取りのところ

までは来ております。 

  以上です。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  ほかに団体、こういう方の団体と意見交換会し

たい案がございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、今先ほど相馬委員が言っ
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ていただいた宇都宮共和大学の方と11月にその辺

すり合わせして、できるような形というふうなこ

とで話を持っていってもよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、相馬委員、大変御足労をかけると思いま

すけれども、その辺でよろしいでしょうか。 

○相馬委員 はい、分かりました。 

  そうしましたら、連絡を取った上、私と委員長

と一緒に御挨拶とそれから説明に行くというよう

な段取りになろうかと思いますので、場合によっ

ては議長も必要なのかもしれませんが、ちょっと

その辺は向こうと相談した上で、委員長と私とち

ょっと説明とお願いに上がりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○山形委員長 じゃ、大変ありがとうございます。

そのときは、ぜひよろしくお願いします。 

  あと、その議会報告会なんですが、11月に予定

をしております。こちらはもう完全にオンライン

というふうな形で意見交換会を進めるわけで、団

体と一度、そして一般募集をかけてフリーの一般

市民の方に対しても、このまちづくりに関しても

もう１回議会報告会、意見交換会をやるというこ

とで計２回、うちの総務企画常任委員会では２回

開催するというふうなことで、一般市民の方々に

は一応インターネットやホームページ、ＳＮＳ、

そういったところから募集をかけて、日にちを決

めてやるというふうなことで、皆さんのほうには

御報告させていただきますので、よろしくお願い

します。 

  何かほかに皆さんのほうで、何かその他ござい

ますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 私のほうからちょっと補足をさせ

てください。 

  広聴広報委員会から第17回議会報告会について

正式に依頼がありました。今、正式に依頼があり

ましたので、班長である山形委員からいろいろお

話があったわけなんですけれども、ちょっと補足

をさせていただきます。 

  まず、開催についてなんですけれども、各常任

委員会による３班体制で行います。それで全てオ

ンラインで開催となります。開催の期間なんです

けれども、11月１日から24日の間で、各常任委員

会２回開催することとなりました。先ほど説明あ

りましたけれども、まず１回は各種団体と、それ

からもう１つは先ほど委員長が言っていましたけ

れども、一般市民からの参加型ということで、各

常任委員会２回行うこととなりました。 

  議会報告会のほうの報告のほうについては、広

聴広報委員会で動画を配信して、それを議会報告

といたしますので、オンラインで行う意見交換と

いうことについては、完全に意見交換のみとなり

ます。議会報告会も少しはやりますけれども、本

当に短時間で済ませるような形で、ほとんど２時

間をオンラインでの意見交換会に充てます。 

  それで、９月24日までに参加団体と意見交換の

テーマ、それから相手方と意見交換を行う希望日

を広聴広報委員会にお知らせをしまして、報告を

しまして、それから日程を組むような形を取りた

いと思いますので、その点のところちょっと補足

させていただきました。 

  委員長、進行お願いします。 

○山形委員長 中里副委員長、すみません、補足し

ていただいてありがとうございます。 

  今回もＺｏｏｍを使った議会報告会ということ

で、この常任委員会全体でやってまいりますので、

皆さんの御協力よろしくお願いします。 

  その他で、皆さんのほうから何かございますか。 

  相馬委員。 
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○相馬委員 今の中里副委員長からの説明だと、９

月24日までに相手方の全部、スケジュールから何

から全部決めなくちゃならないということになり

ますので、宇都宮共和大学には話が決まったら、

本会議終了後に御挨拶に行きますという話にはな

っているんですが、そうすると27日が 終日なの

で、それ以降になってしまうんです。そうすると、

24日までにというのは、スケジュール的に非常に

厳しいということ、それが１点。 

  あともう１点は、先ほど完全オンラインという

ようなことがあったかと思うんですが、宇都宮共

和大学側とこういうことがあるんでという話をし

たときに、那須キャンパスに向かって行きますか

ら、場合によっては那須キャンパスでできますよ

ねという話はしていたので、完全オンラインにな

るというところの説明は、ごめんなさい、まだし

ていないので、すみません、その情報が分からな

かったので、今後ちょっとまず電話等で協議をさ

せていただいて、再度山形委員長のほうに御報告

いたします。 

  以上です。 

○山形委員長 相馬委員、すみません、ちょっとイ

レギュラーがありまして、その辺ちょっとまだ時

期がちょっとあれなんですが、連絡取りながら、

ぜひ、すみません、御協力をお願いします。 

  それでは、その他で皆さんのほうから何かござ

いませんか。 

  それで、私のほうから１つ、皆さんに、今日は

ちょっと時間が押してしまい、本来なら休憩を取

るべきだったんですが、前回の決算の時間の内容

を、ちょっと昨年度のですか、それを見たらそう

時間もかからないのかななんていうふうな話もあ

って、ちょっと無理に押してしまい、ちょっと昼

食のほうまで取られなく、休憩のほうにちょっと

皆さんに御負担をかけて大変申し訳ございません

でした。今後気をつけていきますので、すみませ

ん、よろしくお願いします。 

  事務局から何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○山形委員長 それでは、次第の３、その他を終了

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○山形委員長 以上で、今定例会における委員会の

議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、御一任くださるようお願

いいたします。 

  これをもちまして、総務企画常任委員会を閉会

いたします。 

  大変お疲れさまでした。御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時１８分 
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